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第１章 市民意向調査 

１ １次検証に係る市民意向調査（重みづけ） 

  ⑴ 関係課長職者向け調査  

・説明会 令和６年１１月６日（水） 

   ・対 象 企画政策課長、公共施設マネジメント推進担当課長、地域安全課長、地域福祉課長、

自立生活支援課長、介護福祉課長、子育て支援課長、経済課長（農業委員会事務局長）、

コミュニティ文化課長、環境政策課長、都市計画課長、道路管理課長、まちづくり推

進課長、交通対策課長、区画整理課長、学務課長、生涯学習課長 

⑵ 市民及び町会長・自治会長向け調査 

・第１回説明会 令和６年１１月１３日（水）１９時から（場所：萌え木ホール） 

・第２回説明会 令和６年１１月１５日（金）１９時から（場所：マロンホール） 

・第３回説明会 令和６年１１月１６日（土）１０時から（場所：萌え木ホール） 

   ・対 象 公募市民及び公募町会長・自治会長 

  ⑶ 説明会の概要 

・アンケートの目的、背景、概要及び評価項目の構造について、スライドの投影及び配布資料を

用いて説明・質疑応答を行い、その後、アンケート調査を実施した。 

■必要性の評価項目 

 

 

 

 

大項目 中項目 小項目 

①交通機能 

①-1 通行機能 

①-1-1 骨格幹線道路網の形成 

①-1-2 都市間ネットワークの形成 

①-1-3 円滑な物流の確保 

①-1-4 交通処理機能の確保 

①-2 アクセス機能 

①-2-1 救急医療施設へのアクセス向上 

①-2-2 交通結節点へのアクセス向上 

①-2-3 避難場所へのアクセス向上 

②空間機能 

②-1 都市空間機能 

②-1-1 都市環境の保全 

②-1-2 良好な都市空間の創出 

②-1-3 公共交通の導入空間 

②-2 都市防災機能 

②-2-1 緊急輸送道路の拡充 

②-2-2 延焼遮断帯の形成 

②-2-3 災害時の代替機能 

③市街地 

形成機能 

③-1 土地利用の誘導形成 

機能 

③-1-1 都市の多彩な魅力の演出・発信 

③-1-2生活空間機能の確保 

③-1-3生活道路の安全性向上 

③-2 都市機能 

③-2-1 都市骨格形成 

③-2-2 街区形成機能 

③-2-3 まちづくりへの貢献 
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■アンケートの設問（一部抜粋） 

 

⑷ アンケート結果 

 ・関係課長職者（回答人数１７／参加人数１７ 回答率１００％） 

 ・公募市民（回答人数２１／参加人数５２ 回答率４０％） 

 ・公募町会長・自治会長（回答人数５／参加人数７ 回答率７１％） 

 ※ 公募市民及び公募町会長・自治会長向け調査では、アンケートに無回答及びアンケートの

一部のみに回答した参加者がいた。主な意見としては、「アンケートの趣旨と相違があった。

項目の内容が分かりづらい。道路の必要性だけでは答えられない。路線ごとの意見が反映で

きない。」等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左
が

か
な
り
重
要

左
が
重
要

左
が

や
や
重
要

左
と
右
が

同
じ
程
度
重
要

右
が

や
や
重
要

右
が
重
要

右
が

か
な
り
重
要

①-1-1
骨格幹線道路網の形成

①-1-2
都市間ネットワークの形成

①-1-1
骨格幹線道路網の形成

①-1-3
円滑な物流の確保

①-1-1
骨格幹線道路網の形成

①-1-4
交通処理機能の確保

①-1-2
都市間ネットワークの形成

①-1-3
円滑な物流の確保

①-1-2
都市間ネットワークの形成

①-1-4
交通処理機能の確保

①-1-3
円滑な物流の確保

①-1-4
交通処理機能の確保
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２ ２次検証に係る市民意向調査（必要性及び合理性） 

⑴ 市民アンケート 

ア アンケート概要 

(ｱ) ２路線沿線関係住民への配布 

・小金井都市計画道路３・４・１１号線（回答数５５／配布数１００ 回答率５５％）令和６年１０月２４日（木）～同年１１月１１日（月） 

・小金井都市計画道路３・４・１号線（回答数８２／配布数２００ 回答率４１％） 令和６年１０月２４日（木）～同年１１月１１日（月） 

・２路線沿線の周辺住民（抜け道）（回答数３７／配布数１００ 回答率３７％）   令和６年１０月２５日（金）～同年１１月１１日（月） 

(ｲ) 近隣の学校関係者への配布 

通学路安全点検に関わった保護者（小金井第一小学校、東小学校、南小学校、前原小学校） 

イ アンケート結果 

(ｱ) ２路線沿線関係住民（小金井都市計画道路３・４・１１号線） 

■必要性（整備による効果の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 
適切 不適切 その他 

件数 主な意見の視点 件数 主な意見の視点 件数 

交通

機能 

道路ネットワーク機能の強化 ２０ 
・道路のアクセス 

・防災上の必要性 
２６ 

・既存道路の維持改良 

・住環境と交通ネットワーク 
１ 

周辺道路の交通渋滞の解消 ２０ 
・渋滞解消の効果 

・道路整備の影響と利便性 
２４ 

・交通量の減少 

・渋滞解消の効果に疑問 
３ 

生活道路への通過車両の進入 １９ 
・生活道路の安全性 

・通過車両の減少 
２５ 

・通過車両の増加に対する懸念 

・生活道路の安全性 
３ 

交通結節点へのアクセス性の

向上 
１９ 

・アクセス性の向上 

・住民の利便性向上 
２４ 

・アクセス性の向上に対する疑問 

・費用対効果の低さ 
４ 

公共交通不便地域の解消 ２０ ・公共交通の利便性向上 ２３ 
・バス路線の必要性に対する疑問 

・既存の公共交通の充実 
４ 

歩行者自転車の安全で円滑な

移動支援 
２１ 

・歩道の整備 

・生活道路の安全性 
２２ 

・既存道路整備の優先性 

・新設道路の安全性に対する懸念 
４ 

 

 

防災

機能 

 

 

消防活動困難地域の解消 １９ 
・緊急時のアクセス改善 

・道路整備の必要性 
２４ 

・消防活動困難地域の解消に対する疑問 

・既存道路の整備の優先性 
２ 

電線類地中化による安全性の

向上 
２０ 

・電線類の地中化による安全性の向上 

・景観の改善 
２３ 

・電線類の地中化に対する疑問 

・既存の電柱の地中化の優先性 
２ 

延焼の防止 １６ 
・道路整備による延焼遮断の効果 

・消防車両の迅速な対応の必要性 
２５ 

・延焼防止効果に対する疑問 

・個別家屋の耐火性能の向上 
４ 
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防災

機能 

震災時の避難路の不足 １８ 
・避難路の必要性 

・災害時の効果 
２３ 

・避難路の確保に対する疑問 

・既存道路の整備の優先性 
４ 

避難場所等へのネットワーク

確保 
１６ 

・避難場所への救援物資の輸送の重要性 

・公園へのアクセス改善 
２２ 

・既存道路の整備の優先性 

・避難所までの距離の近さ 
６ 

救急医療活動の支援 １８ 
・救急医療活動の迅速化 

・医療機関へのアクセス改善 
２３ 

・東西方向の利便性の向上 

・既存道路の整備の優先性 
４ 

土砂災害警戒区域 １４ ・土砂災害対策に対する疑問 ２５ 
・土砂災害対策に対する疑問 

・既存の対策の優先性 
６ 

空間

機能 

景観形成 １２ 
・景観の重要性と美化の必要性 

・設計と検証の配慮 
２４ 

・自然環境と景観の保護 

・道路整備の不要性とコスト問題 
４ 

都市緑化 １１ 
・自然景観の保護と未来を見据えた緑化 

・街路樹の整備とその効果 
２６ 

・街路樹より自然環境の保護と現状維持 

・街路樹管理の懸念 
３ 

環境負荷の低減 １０ 
・自然環境と住環境の保護 

・交通と安全 
２５ 

・道路整備による環境負荷の懸念 

・工期と費用対効果の問題 
５ 

文化的資源の保全、活用、 

地域活性 
１０ 

・自然環境の保護とアクセス向上 

・道路整備と地域の魅力向上 
２６ 

・自然環境と住環境の保護 

・道路の効果と必要性への疑問 
４ 

 

■合理性（整備による影響の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 
適切 不適切 その他 

件数 主な意見の視点 件数 主な意見の視点 件数 

 

 

 

 

環 

境 

 

 

 

 

国分寺 

崖線 

（はけ） 

緑化 ２３ 
・緑地の保護と影響の検証 

・緑地面積の維持とメンテナンス 
１１ 

・緑地面積の減少と現状維持の重要性 

・緑化面積の評価と環境への影響 
５ 

湧水 ２４ 
・湧水と自然環境の保護 

・道路整備による影響の検証 
１０ 

・湧水と水源の保護 

・雨水浸透と内水氾濫の評価 
５ 

景観 ２５ 
・自然景観と生態系の保護 

・道路からの眺望による魅力 
１１ 

・現状維持と自然景観の保護 

・景観検証の方法と評価の適切性 
３ 

地形 ２３ 
・地形と生態系の保護 

・影響の検証と現状維持の重要性 
１２ 

・地形と景観の保護 

・影響の検証と評価方法の明確化 
４ 

野川 生物 ２６ 
・生態系と自然環境の保護 

・道路整備による影響の検証 
１２ 

・現状維持と自然環境の保護 

・生態系への影響の検証の重要性 
２ 
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環 

境 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野川 

親水 ２４ 
・親水空間と水辺環境の保護 

・水質と湧水の保護 
１１ 

・現状維持と自然環境の保護 

・水辺空間と活動への影響の検証 
３ 

景観 ２６ 
・武蔵野の面影と自然景観の保護 

・道路整備による影響の検証 
１２ 

・現状維持と自然景観の保護 

・景観悪化の検証方法への疑問 
２ 

水量／治水 ２４ 
・治水と浸水被害の検証 

・現状維持と自然環境の保護 
１２ 

・現状維持とコスト問題 

・治水と水量の変化の検証 
３ 

自然再生事業 ２４ 
・生態系と自然環境の保護 

・既存取組と影響の検証 
１３ 

・生態系への影響と自然保護の重要性 

・道路整備の不要性とコスト問題 
３ 

公園 

生物 ２５ 
・生態系と自然環境の保護 

・道路整備による影響の検証 
９ 

・現状維持とコスト問題 

・生態系への影響と自然保護の重要性 
５ 

景観 ２８ 
・景観と自然保護の重要性 

・道路整備の影響と利便性 
９ 

・景観と自然保護の重要性 

・道路整備の不要性とコストの問題 
２ 

機能 ２７ 
・公園の分断と景観への影響 

・道路整備の利便性と影響 
８ 

・道路整備の不要性とコストの問題 

・公園の一体性と分断の懸念 
３ 

都市環境 

土地利用 ２５ 
・住環境と公園の分断への懸念 

・道路整備の影響と利便性 
１０ 

・道路整備の不要性とコストの問題 

・道路整備の影響と利便性 
４ 

環境負荷 ２６ 
・住環境と公園環境への懸念 

・道路整備の影響と利便性 
１０ 

・住環境への影響の懸念 

・道路整備の不要性とコストの問題 
３ 

文

化 

生活 

コミュニティ ２７ ・地域コミュニティの分断とその影響 ６ 
・道路整備の不要性とコストの問題 

・生活圏の分断と安全性の懸念 
４ 

学校等 ２７ 
・通学路の安全性と影響の懸念 

・通学区域の再編 
５ 

・道路整備の不要性とコストの問題 

・児童だけではない事故の影響 
４ 

住環境 ２７ 
・住環境の分断と悪影響の懸念 

・沿道住民への配慮した設計 
７ 

・道路整備の不要性とコストの問題 

・住環境への悪影響の懸念 
３ 

街並み ２７ 
・住環境の変化と分断への懸念 

・道路整備の影響と利便性 
５ 

・道路整備の不要性とコストの問題 

・住環境への影響と説明の必要性 
４ 

歴史 

文化財 ２２ 
・武蔵野の風情と文化財への影響 

・文化財の有無や影響の許容範囲 
５ 

・文化財と道路整備の関係 

・自然環境の文化的価値 
１０ 

遺跡等 ２４ 
・遺跡と自然環境の保全 

・崖線上部の住宅地と整備の影響 
５ 

・遺跡や文化財と道路整備の関係 

・自然環境の文化的価値 
８ 
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■基礎情報：２路線沿線関係住民（小金井都市計画道路３・４・１１号線） （回答数５５／配布数１００ 回答率５５％） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・７０歳以上の回答が多かった。５０歳未満の回答は２０％以下であった。 

 

・２０年未満、５０年以上の回答が多かった。 

 

・回答者全員が対象の都市計画道路を知っていた。 

 

 

・主な移動手段は、徒歩が多かった。 

・次いで、自転車、自動車の利用が多かった。 

 

 

 

 

2% 2% 5%

9%

11%

16%

51%

4%

年齢構成

１．２０歳未満 （１） ２．２０歳以上３０歳未満 （１）

３．３０歳以上４０歳未満 （３） ４．４０歳以上５０歳未満 （５）

５．５０歳以上６０歳未満 （６） ６．６０歳以上７０歳未満 （９）

７．７０歳以上 （２８） ８．回答しない （２）

100%

都市計画道路 知っているか

１．はい （５５） ２．いいえ ３．無回答
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．
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そ
の
他

移動手段

（複数回答）

15%

29%

7%7%

11%

31%
居住歴

１．１０年未満 （８） ２．１０年以上２０年未満 （１６）

３．２０年以上３０年未満 （４） ４．３０年以上４０年未満 （４）

５．４０年以上５０年未満 （６） ６．５０年以上 （１７）
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(ｲ) ２路線沿線関係住民（小金井都市計画道路３・４・１号線） 

■必要性（整備による効果の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 
適切 不適切 その他 

件数 主な意見の視点 件数 主な意見の視点 件数 

交通

機能 

道路ネットワーク機能の強化 ２４ 
・交通改善による利便性向上 

・渋滞緩和と安全性の向上 
４０ 

・既存道路の維持改良 

・住環境への懸念 
３ 

周辺道路の交通渋滞の解消 ２３ 
・渋滞解消の効果 

・渋滞回避による住宅地への影響 
４０ 

・交通量の減少 

・渋滞解消の効果に疑問 
３ 

生活道路への通過車両の進入 ２２ 
・生活道路の安全性向上 

・通過車両の減少 
３８ 

・騒音と交通量への懸念 

・既存道路の優先性 
７ 

歩行者自転車の安全で円滑な

移動支援 
２３ 

・歩道と自転車道の整備の必要性 

・生活道路の安全性向上 
３６ 

・住環境への懸念 

・既存道路の整備の優先性 
７ 

防災

機能 

消防活動困難地域の解消 ２６ 
・災害時の安全性 

・緊急車両の通行の確保 
２８ 

・消防活動困難地域の解消に対する疑問 

・既存道路の維持改良 
５ 

電線類地中化による安全性の

向上 
２３ 

・電線類の地中化による安全性の向上 

・広い道路と土地の有効活用の重要性 
３１ 

・電線類の地中化に対する疑問 

・既存道路の整備の優先性 
６ 

延焼の防止 ２０ 
・火事対策として道路拡大の必要性 

・他地域への理解促進の重要性 
３６ 

・延焼防止効果に対する疑問 

・燃えにくいまちづくりの重要性 
３ 

震災時の避難路の不足 ２２ 
・避難路の必要性と効果 

・狭い路地のリスクの明確化 
３５ 

・避難路の確保への疑問 

・既存道路の整備の優先性 
３ 

避難場所等へのネットワーク

確保 
２１ 

・道路整備の効果 

・他地域への理解促進の重要性 
３２ 

・既存道路の維持改良 

・避難所へのアクセスへの疑問 
６ 

救急医療活動の支援 ２３ 
・救急車の通行路確保の必要性 

・他地域への理解促進の重要性 
３１ 

・既存道路の整備の優先性 

・救急医療活動の効果への疑問 
６ 

土砂災害警戒区域 ２１ 
・土砂災害対応策の必要性 

・他地域への理解促進の重要性 
３２ 

・整備による土砂災害の危険性への懸念 

・既存道路の維持改良 
７ 

空間

機能 

景観形成 １７ 
・景観維持の重要性 

・自然への配慮 
３５ 

・自然環境と景観の保護 

・道路整備の不要性と保全 
６ 

都市緑化 １３ 
・環境負荷対策と緑化の重要性 

・街路樹整備の効果 
３９ 

・自然環境と景観の保護 

・街路樹整備の懸念 
７ 

環境負荷の低減 １５ 
・信号のない道路整備の効果 

・車の減少による効果 
４１ 

・費用対効果への疑問 

・環境負荷や騒音増加への懸念 
４ 

文化的資源の保全、 

活用、地域活性 
１７ 

・景観と自然への懸念 

・野川へのアクセス改善 
３５ 

・住環境の保全 

・自然環境への懸念 
６ 

資
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■合理性（整備による影響の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 
適切 不適切 その他 

件数 主な意見の視点 件数 主な意見の視点 件数 

環 

境 

国分寺 

崖線 

（はけ） 

緑化 ３０ 
・緑地の保護と影響の検証 

・樹木の維持と影響の検証 
１７ 

・現状維持の重要性 

・環境への影響の検証 
５ 

湧水 ３３ 
・湧水と自然環境の保護 

・道路整備による影響の検証 
１３ 

・湧水の保全 

・湧水への影響の検証 
６ 

景観 ２８ 
・景観保護への影響の検証 

・樹木の維持管理と影響の検証 
１８ 

・現状維持と自然環境の保護 

・緑地分断と動物の移動阻害への懸念 
６ 

地形 ３１ 
・道路整備による影響の検証 

・自然地形の保護 
１５ 

・地形と景観の保護 

・地形への影響の検証 
６ 

野川 

生物 ３１ 
・生態系と自然環境の保護 

・道路整備による影響の検証 
１６ 

・現状維持と自然環境の保護 

・生態系への影響の検証 
６ 

親水 ３０ 
・道路整備による影響の検証 

・現状維持の重要性 
１８ 

・現状維持と自然環境の保護 

・親水への影響の検証 
５ 

景観 ３１ 
・武蔵野の貴重な景観の保護 

・道路整備による影響の検証 
１６ 

・現状維持と自然環境の保護 

・景観悪化への影響の検証 
６ 

水量／治水 ３３ 
・治水と浸水被害の検証 

・現状維持の重要性 
１２ 

・水量や浸水増加への懸念 

・湧水や雨水の管理の必要性 
８ 

公園 

生物 ２９ 
・生態系と自然環境の保護 

・道路整備による影響の検証 
１７ 

・生態系への影響の検証 

・現状維持の重要性 
５ 

景観 ２９ 
・景観の保護 

・道路整備による影響の検証 
１８ 

・現状維持と自然環境の保護 

・景観悪化への影響の検証 
４ 

機能 ２８ 
・自然環境の保護 

・道路整備による影響の検証 
１７ 

・道路整備の不要性 

・自然環境の保護 
６ 

都市環境 

土地利用 ３０ 
・道路整備による影響の検証 

・住環境の保全 
１５ 

・道路整備の不要性 

・住環境の影響への懸念 
６ 

環境負荷 ３３ 
・住環境の保全 

・道路整備による影響の検証 
１５ 

・道路整備の不要性 

・住環境の影響への懸念 
５ 

文

化 
生活 

コミュニティ ２９ 
・地域コミュニティ分断への懸念 

・コミュニティの維持の重要性 
１４ 

・地域コミュニティ分断への懸念 

・住環境の影響への懸念 
８ 

学校等 ３２ 
・通学環境の悪化への影響 

・交通事故増加の危険性への懸念 
１３ 

・通学路の分断と安全性への懸念 

・通学環境の悪化への影響 
６ 

資
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文

化 

生活 

住環境 ３５ 
・住環境の影響への懸念 

・道路整備による影響の検証 
１３ 

・住環境の影響への懸念 

・健康やコミュニティの懸念 
４ 

街並み ３４ 
・街並みと住環境の分断への懸念 

・道路整備による影響の検証 
１４ 

・住環境の影響への懸念 

・道路整備の不要性 
４ 

生産緑地 ３２ 
・道路整備による影響の検証 

・野菜の供給や環境保護の重要性 
１３ 

・道路整備による影響の懸念 

・現状維持と地場産物の利用 
６ 

歴史 

文化財 ２９ 
・文化財の保護 

・道路整備による影響の検証 
１５ 

・文化財の保護 

・自然環境の文化的価値 
４ 

遺跡等 ２９ 
・道路整備による影響の検証 

・遺跡等と景観の保全 
１４ 

・遺跡の保護 

・道路整備による影響の懸念 
５ 

地域資源 ２９ 
・道路整備による影響の検証 

・武蔵野の風情の保全 
１５ 

・地域資源の保護 

・自然環境の文化的価値 
４ 
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26%

23%

10%

7%

4%

30%
居住歴

１．１０年未満 （２１） ２．１０年以上２０年未満 （１９）

３．２０年以上３０年未満 （８） ４．３０年以上４０年未満 （６）

５．４０年以上５０年未満 （３） ６．５０年以上 （２５）

■基礎情報：２路線沿線関係住民（小金井都市計画道路３・４・１号線） （回答数８２／配布数２００ 回答率４１％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・７０歳以上の回答が多かった。 

・３０歳以上の世代から回答が幅広くあった。 

 

・２０年未満、５０年以上の回答が多かった。 

 

・都市計画道路を知っている人が９割程度であった。 

 

・主な移動手段は、徒歩が多かった。 

・次いで、自動車、自転車の利用が同じ位多かった。 

 

 

 

 

89%

7%
4%

都市計画道路知っているか

１．はい （７３） ２．いいえ （６） ３．無回答 （３）
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（複数回答）

13%

16%

21%
12%

32%

6%
年齢構成

１．２０歳未満 （０） ２．２０歳以上３０歳未満（０）

３．３０歳以上４０歳未満（１１） ４．４０歳以上５０歳未満（１３）

５．５０歳以上６０歳未満 （１７） ６．６０歳以上７０歳未満 （１０）

７．７０歳以上 （２６） ８．回答しない （５）
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(ｳ) ２路線沿線関係住民（２路線沿線の周辺住民（抜け道）） 

■必要性（整備による効果の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 
適切 不適切 その他 

件数 主な意見の視点 件数 主な意見の視点 件数 

交

通

機

能 

道路ネットワーク機能の強化 １２ ・道路のアクセス ７ ・既存道路の維持改良 ３ 

周辺道路の交通渋滞の解消 ９ ・渋滞解消の効果 ９ ・渋滞解消の効果の疑問 ４ 

生活道路への通過車両の進入 １０ ・生活道路の安全性 ９ ・現状維持と通過道路の安全性 ３ 

交通結節点へのアクセス性の 

向上 
１３ ・アクセス性の向上 ７ ・アクセス性の向上に対する疑問 ２ 

公共交通不便地域の解消 １３ ・公共交通の必要性 ７ ・既存の公共交通の充実 ２ 

歩行者自転車の安全で円滑な 

移動支援 
１２ 

・歩道や自転車ゾーンの整備の必要性 

・交通規制を守る必要性 
７ 

・既存道路整備の優先性 

・生活道路の安全性 
３ 

防

災

機

能 

消防活動困難地域の解消 １４ ・緊急時のアクセス改善 ６ ・消防活動困難地域の解消に対する疑問 ２ 

電線類地中化による安全性の 

向上 
１２ ・電線類の地中化による安全性の向上 ６ ・現状維持と自然環境の保護 ４ 

延焼の防止 １３ ・延焼の防止による安全性の向上 ５ ・延焼防止効果に対する疑問 ３ 

震災時の避難路の不足 １３ ・避難路の必要性 ４ ・既存道路の維持改良 ４ 

避難場所等へのネットワーク 

確保 
１３ ― ３ ・現状維持 ６ 

救急医療活動の支援 １３ ・救急隊員の意見の重要性 ５ ・現状維持 ４ 

土砂災害警戒区域 １２ ・大雨時の対応の必要性 ６ ・土砂災害対策に対する疑問 ４ 

空

間

機

能 

景観形成 ９ ・景観の重要性 ７ ・現状維持と自然環境の保護 ３ 

都市緑化 １０ ・緑化の必要性 ６ ・現状維持と自然環境の保護 ３ 

環境負荷の低減 ８ ・交通と安全 ８ ・道路整備による環境負荷の懸念 ３ 

文化的資源の保全、活用、 

地域活性 
１０ ・自然環境の保護 ７ ・道路の効果と必要性への疑問 ２ 
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■合理性（整備による影響の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 
適切 不適切 その他 

件数 主な意見の視点 件数 主な意見の視点 件数 

環

境 

国分寺 

崖線 

（はけ） 

緑化 １１ ・緑地の保護と影響の検証 ８ ・緑地面積の減少と現状維持の重要性 ３ 

湧水 ９ ・湧水と自然環境の保護 ９ ・道路整備による影響への懸念 ４ 

景観 １１ ・道路整備による影響の検証 ８ ・道路整備による影響への懸念 ３ 

地形 １０ ・道路整備による影響の検証 ９ ・現状維持と自然環境の保護 ４ 

野川 

生物 １１ ・生態系と自然環境の保護 ９ ・生態系への影響の検証の重要性 ２ 

親水 １１ ・親水空間と水辺環境の保護 ７ ・現状維持と自然環境の保護 ４ 

景観 ９ ・道路整備による影響の検証 ７ ・現状維持と自然環境の保護 ６ 

水量／治水 １０ ・治水と浸水被害の検証 ８ ・治水と水量の変化の検証 ４ 

自然再生事業 １０ ・道路整備による影響の検証 ８ ・道路整備による影響への懸念 ４ 

公園 

生物 ９ ・道路整備による影響の検証 ６ ・道路整備による影響への懸念 ２ 

景観 ９ ・景観と現状維持の重要性 ６ ・景観と自然保護の重要性 ４ 

機能 ９ ・公園の分断への懸念 ７ ・道路整備による影響への懸念 ３ 

都市環境 
土地利用 ８ ・住環境と公園の分断への懸念 ６ ・現状維持と自然環境の保護 ４ 

環境負荷 ７ ・道路整備による影響の検証 １１ ・住環境への影響への懸念 １ 

文

化 

生活 

コミュニティ ７ ・地域コミュニティの分断への懸念 ４ ・現状維持 ５ 

学校等 ８ ・通学路の安全性と影響への懸念 ６ ・交通量の増加と安全性への懸念 ３ 

住環境 ８ ・住環境の変化と安全性への懸念 ７ ・住環境の変化と道路整備の必要性 ２ 

街並み ７ ・道路整備の影響と街並み形成 ５ ・現状維持と自然環境の保護 ５ 

生産緑地 ８ ・現状維持と生産緑地の保護 ５ ・現状維持と自然環境の保護 ３ 

歴史 

文化財 ９ ・文化財を次世代に継承 ７ ・文化財と道路整備の必要性 ２ 

遺跡等 ９ ・道路整備による影響の検証 ７ ・遺跡等の文化的価値 ２ 

地域資源 ８ ・現状維持と地域資源の保護 ８ ・現状維持と地域資源への影響 ２ 
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■基礎情報：２路線沿線関係住民（２路線沿線の周辺住民（抜け道）） （回答数３７／配布数１００ 回答率３７％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・７０歳以上および５０歳以上６０歳未満の回答が多くあった。 

 

・２０年未満、５０年以上の回答が多かった。 

 

・都市計画道路を知っている人が８割程度であった。 

 

・主な移動手段は、徒歩が多かった。 

・次いで、自転車、自動車、鉄道の順で利用が多かった。 
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（複数回答）

81%

16%

3%

都市計画道路 知っているか

１．はい （３０） ２．いいえ （６） ３．無回答 （１）

3% 5%

11%

27%

14%

35%

5%
年齢構成

１．２０歳未満 （０） ２．２０歳以上３０歳未満 （１）

３．３０歳以上４０歳未満 （２） ４．４０歳以上５０歳未満 （４）

５．５０歳以上６０歳未満 （１０） ６．６０歳以上７０歳未満 （５）

７．７０歳以上 （１３） ８．回答しない （２）

16%

22%

8%
8%

16%

30%
居住歴

１．１０年未満 （６） ４．１０年以上２０年未満 （８）

５．２０年以上３０年未満 （３） ６．３０年以上４０年未満 （３）

７．４０年以上５０年未満 （６） ８．５０年以上 （１１）

資
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(ｴ) 近隣の学校関係者 

■必要性（整備による効果の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 
適切 不適切 その他 

件数 主な意見の視点 件数 主な意見の視点 件数 

交通

機能 

道路ネットワーク機能の強化 ６ ・道路整備の効果に疑問 ３ 
・自然環境の保護 

・既存道路の活用 
１ 

周辺道路の交通渋滞の解消 ６ ・渋滞解消の効果 ２ ・自然環境の保護 ２ 

生活道路への通過車両の進入 ４ ― ４ 
・交通規制を守る必要性 

・通過車両の減少に疑問 
２ 

交通結節点へのアクセス性の

向上 
４ ― ４ ・時間短縮に疑問 ２ 

公共交通不便地域の解消 ５ ― ３ ・既存の公共交通と必要性 ２ 

歩行者自転車の安全で円滑な

移動支援 
７ ・道路整備による安全性 １ ・既存道路の改良 ３ 

防災

機能 

消防活動困難地域の解消 ７ ・道路整備の効果 １ ・既存道路の維持改良 ０ 

電線類地中化による安全性の

向上 
５ ・電線地中化による景観と安全性向上 １ ・電線類地中化による効果 ２ 

延焼の防止 ４ ― １ ・延焼防止効果に対する疑問 ３ 

震災時の避難路の不足 ５ ― ２ ・現状で対応 １ 

避難場所等へのネットワーク

確保 
５ ― ２ ・現状で対応 １ 

救急医療活動の支援 ５ ― １ ・時間短縮に疑問 ２ 

土砂災害警戒区域 ６ ・防災機能の必要性と規模の検証 ２ ・道路整備による影響への懸念 ０ 

空間

機能 

景観形成 ３ ― ６ ・自然や地域性を損ねない景観形成 １ 

都市緑化 ５ ・都市部での緑化と適切な維持管理 ４ ・現状維持 １ 

環境負荷の低減 ４ ・道路整備の効果への疑問 ５ ・道路の必要性に疑問 １ 

文化的資源の保全、 

活用、地域活性 
３ ・現状で対応 ６ ・現状で対応 １ 

 

資
-１

６
 



 

 

■合理性（整備による影響の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 
適切 不適切 その他 

件数 主な意見の視点 件数 主な意見の視点 件数 

環

境 

国分寺 

崖線 

（はけ） 

緑化 ４ ・緑地面積の減少への配慮 ４ ・緑地面積の減少に対する影響 ０ 

湧水 ４ ・雨水浸透への影響 ３ ・道路整備による影響への懸念 １ 

景観 ５ ・生態系への影響を懸念 ３ ・景観保護のため別ルートの検証 ０ 

地形 ４ ・地形変更による影響の懸念 ２ ・地形変更による影響の懸念 ２ 

野川 

生物 ６ ・道路整備による自然環境への影響 ３ ・道路整備による生物への影響 １ 

親水 ６ ・現状維持と水辺空間の促進 ３ ・現状維持 １ 

景観 ５ ・現状維持と景観の保護 ４ ・現状維持と景観の保護 １ 

水量／治水 ５ ・水の影響への懸念 ４ ・水質・水量の影響への懸念 １ 

自然再生事業 ６ ・生物の影響への懸念 ４ ・自然環境への影響の検証 ０ 

公園 

生物 ４ ・生態系の影響への懸念 ３ ・生態系や水量の影響への懸念 ０ 

景観 ４ ・自然公園内の景観保護の重要性 ３ ・景観保護の重要性 ０ 

機能 ４ ・工事の影響への懸念 ３ ・公園利用の影響への懸念 ０ 

都市環境 
土地利用 ４ ― １ ・自然環境の損失への懸念 ２ 

環境負荷 ４ ・交通量増加の影響への懸念 ２ ・住環境の変化への懸念 １ 

文

化 

生活 

コミュニティ ５ ・住環境の変化への懸念 ３ ・住環境の分断への懸念 ２ 

学校等 ６ ・通学路の安全性の検証 ３ ・通学路の安全性への懸念 １ 

住環境 ６ 
・交通量増加による住環境の悪影響へ

の懸念 
３ ・住環境悪化と生活障害の懸念 １ 

街並み ５ ・地域的景観の重要性 ２ ・自然景観の影響への懸念 ３ 

生産緑地 ５ ・生産緑地の影響の検証 ２ ・農地の影響への懸念 ３ 

歴史 

文化財 ４ ・文化財の価値の継承 ３ ・はけ周辺の環境保護の重要性 ０ 

遺跡等 ４ ・神社仏閣への影響の懸念 ２ ・神社仏閣への影響の懸念 １ 

地域資源 ４ ・道路整備の影響の懸念 ３ ・地域資源の文化的価値 ０ 

 

資
-１

７
 



 

 

⑵ 野川・調節池（都立公園周辺）利用者ヒアリング 

優先整備路線に関する検証について、野川・調節池（都立公園周辺）利用者にヒアリングを行った。 

ア ヒアリング概要 

・令和６年１０月１５日（火） １０:００～１２：００ 回答数７／調査数８ 回答率８８％ 

・令和６年１０月１６日（水）  ６:３０～ ８：３０ 回答数８／調査数９ 回答率８９％ 

・令和６年１０月１６日（水） １４:００～１６：００ 回答数１２／調査数１４ 回答率８６％ 

・令和６年１０月１９日（土） １０:００～１２：００ 回答数３０／調査数４２ 回答率７１％ 
イ ヒアリング結果 

■必要性（整備による効果の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 主な意見の視点 

交通

機能 

道路ネットワーク機能の強化 ・道路のアクセス 

・渋滞解消の効果 

・交通量減少への疑問 

・生活道路の安全性 

・住民の利便性の向上 

・道路整備の必要性 

・歩道、自転車道の整備 

周辺道路の交通渋滞の解消 

生活道路への通過車両の進入 

交通結節点へのアクセス性の向上 

公共交通不便地域の解消 

歩行者自転車の安全で円滑な移動支援 

防災

機能 

消防活動困難地域の解消 

・防災上の必要性 

電線類地中化による安全性の向上 

延焼の防止 

震災時の避難路の不足 

避難場所等へのネットワーク確保 

救急医療活動の支援 

土砂災害警戒区域 

空間

機能 

景観形成 

・利便性と景観保護 

・自然環境と住環境の保護 

都市緑化 

環境負荷の低減 

文化的資源の保全、活用、地域活性 

 

■合理性（整備による影響の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 主な意見の視点 

環境 

国分寺崖線 

（はけ） 

緑化 
・緑地の保護と影響の検証 

・湧水と自然環境の保護 

・景観と生態系の保護 

湧水 

景観 

地形 

野川 

生物 

・生態系と自然環境の保護 

・親水空間と水辺環境の保護 

親水 

景観 

水量／治水 

公園 

生物 
・道路整備の利便性と影響 

・生態系と自然環境の保護 

・景観と自然保護の重要性 

自然再生事業 

景観 

機能 

都市環境 
土地利用 ・道路整備の影響と利便性 

・住環境への影響の懸念 環境負荷 

資-１８ 



 

 

文化 

生活 

コミュニティ 

・住環境の変化 

・通学路の再編 

学校等 

住環境 

街並み 

歴史 
文化財 

― 
遺跡等 
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■基礎情報：複数人から聞き取りの場合、代表者からの回答を基に作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・３０歳以下の回答が少なかった。 

・４０歳以上の世代の幅広く意見を確認できた。 

 

・徒歩による利用者が多かった。 

・電車、バス、バイク、タクシーによる利用者からの回答がなかった。 

 

・知っているという利用者のほうが多かった。 

 

・ほぼ毎日利用する利用者からの回答が半数程度あった。 

・月に１回以下の利用者からの回答は少なかった。 

 

2% 2% 5%

17%

21%
26%

25%

2%
年齢構成

1.20歳未満(1) 2.20歳以上30歳未満(1)

3.30歳以上40歳未満(3) 4.40歳以上50歳未満(10)

5.50歳以上60歳未満(12) 6.60歳以上70歳未満(15)

7.70歳以上(14) 8.回答しない(1)

7% 3%

4%

16%

11%

54%

5%利用頻度

1.はじめて(4) 2.年1回くらい(0) 3.年に数回(2)

4.月1回くらい(2) 5.月に数回(9) 6.ほぼ毎週(6)

7.ほぼ毎日(31) 8.その他(3)

58%

40%

2%

都市計画道路 知っているか

1.はい(33) 2.いいえ(23) ３．その他(1）

91%

3%
4% 2%移動手段

1.徒歩(52) 2.自転車(2)

3.自動車(2) 4.鉄道(0)

5.バイク（原付含む）(0) 6.バス(0)

7.タクシー(0) 8.その他(1)資
-２

０
 



 

 

⑶ 団体ヒアリング 

ア ヒアリング概要 

・令和６年１０月３日（木）～同年１１月１４日（木） 

・ヒアリング協力要請団体数：４９団体 

イ ヒアリング結果 

■必要性（整備による効果の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 主な意見の視点 

交通

機能 

道路ネットワーク機能

の強化 
・道路のアクセス 
・既存道路整備の優先性 
・生活道路の安全性 
・渋滞解消の効果 
・渋滞解消の効果に疑問 
・交通量の減少 
・既存道路の維持改良 
・通過車両の増加に対する懸念 
・影響の検証 
・新しい道路の安全性に対する懸念 
・歩道の整備 
・歩車分離できる道路の必要性 
・自転車道の整備 

周辺道路の交通渋滞の

解消 

生活道路への通過車両

の進入 

交通結節点への 

アクセス性の向上 

公共交通不便地域の 

解消 

歩行者自転車の安全で 

円滑な移動支援 

防災

機能 

消防活動困難地域の 

解消 
・消防活動困難地域の解消に対する疑問 

・道路整備による影響と緊急時のアクセスのバラ

ンス 

・延焼防止効果に対する疑問 

・住環境の変化への影響 

・避難路の不足に対する疑問 

・避難場所等へのネットワーク確保に対する疑問 

・住環境への影響の懸念 

・土砂災害に対する疑問 

・道路整備による影響の検証 

電線類地中化による 

安全性の向上 

延焼の防止 

震災時の避難路の不足 

避難場所等への 

ネットワーク確保 

救急医療活動の支援 

土砂災害警戒区域 

空間

機能 

景観形成 
・景観の重要性と美化の必要性 

・街並み保全の必要性 

・地域の魅力のアピール 

・坂上と坂下の文化を結ぶ役割 

都市緑化 

環境負荷の低減 

 文化的資源の保全、 

活用、地域活性 

 

■合理性（整備による影響の視点）の評価項目・主な意見の視点 

評価項目 主な意見の視点 

 

 

 

 

 

環境 

 

 

 

 

 

国分寺崖線 

（はけ） 

緑化 ・緑地の保護と影響の検証 

・湧水と水源の保護 

・生態系と自然環境の保護 

・道路整備による影響の検証と現状維持の

重要性 

湧水 

景観 

地形 

野川 

生物 
・生態系と自然環境の保護 

・親水空間と水辺環境の保護 

・道路整備による影響の検証と現状維持の

重要性 

親水 

景観 

水量／治水 
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環境 

 

 

 

公園 

生物 
・生態系と自然環境の保護 

・道路整備による影響の検証 

・景観と自然環境の重要性 

・活動団体による動植物調査の活用 

自然再生事業 

景観 

機能 

都市環境 
土地利用 ・住環境と公園の分断の懸念 

・道路整備による影響への懸念 環境負荷 

文化 

生活 

コミュニティ ・地域コミュニティの活性化 

・通学路の安全性と影響の懸念 

・防災上の必要性 

・周辺住民への配慮した設計 

・道路整備の影響と利便性 

学校等 

住環境 

街並み 

歴史 
文化財 ・武蔵野の風情と文化財への影響 

・文化財の有無や影響の許容範囲 遺跡等 

 

３ 一般社団法人都市計画コンサルタント協会の専門家による意見 

⑴ 概要 

・全３回（令和６年８月１日、同年９月１１日、同年１１月１９日） 

・都市計画、まちづくり上の現状及び問題（①検証方法・項目・内容、②重層的な要素の

評価方法、③検証における市民参加・意向調査の進め方、④新しい視点の評価への反映）

について、方法・考え方・表現方法の助言を得た。  

   ⑵ 協会の意見  

    ア 道路が有する機能及び役割を勘案して、総合的・段階的に検証を行うことが重要 

 道路は都市交通を担う最も基本的な都市施設であるが、交通処理機能だけではなく、

空間機能、市街地形成機能を有している。道路計画に当たっては、都市の目指すべき将

来像との関係を踏まえて、総合的、一体的な観点から計画される必要がある。価値観の

多様化により道路に求められる機能も多様化していることから、アクティビティ等にも

着目が必要である。 

    イ 道路が有する多様な機能の客観的評価には、ＡＨＰ法（階層分析法）が有効 

道路が有する機能は大きく交通処理・空間・市街地形成に区分できるが、それらの機

能は更に細区分され、非常に多様な要素で構成されている。これらの要素を指標化しＡ

ＨＰ法（階層分析法）による評価を試みていることは、個別路線の検証でも有効である

と言える。 

検証に当たって、小金井市では局面に応じた主体の分担、使い分けがなされている。

これらの分担は検証の正確性を担保する上でも有効と考えられる。 

・現状評価と意向 

→ アンケートによる幅広い市民意見 

  ・ＡＨＰ法（階層分析法）による階層化 

→ 行政職員による専門的な検討 

・ＡＨＰ（階層分析）における要素の重みづけ 

→ 経験豊富な行政職員及び地域代表による評価の幾何平均 

ウ 検討過程からの市民参加に加え、東京都及び近隣自治体との連携が必須 

道路計画を見直すか否かにかかわらず、代替案の検討及びまちづくりを進めていくた

めには、市民の理解及び協力は必須となる。情報発信を行いながら、検討過程からの市

民参加による住民合意形成並びに東京都及び近隣自治体との連携が必要である。本検証

結果を踏まえて、今後の検討作業を進めることが望ましい。
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第２章 検証に係る参考資料 

本編で実施した評価の根拠等について、次のとおり参考資料として示す。 

１ 小金井都市計画道路３・４・１１号線の必要性及び合理性 

⑴ 小金井都市計画道路３・４・１１号線の必要性（整備による効果の視点）の評価 

評価項目／評価の視点 

評価（①現状／②分析／③代替・軽減策） 根拠等（資料／データ／ヒアリング・アンケート結果） 
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道路ネットワーク機能の強化／隣接自治体への移動円滑化効果 

①現状：隣接する府中３・４・１６号線に接続する路線である。東八道路から人見街道ま

では府中市が整備中であり、用地一期区間は用地取得率９８％、用地二期区間は用地取

得率９２％となっている。また、人見街道から甲州街道までは完成済みとなっている。 

②分析：本市から南へ（府中市・調布方面）向かうルートについては、市内では小金井街

道及び新小金井街道となり、隣接する三鷹市では天文台通りとなるため、副次拠点であ

る東小金井駅周辺から南に向かう場合は東西のどちらかに迂回する必要がある。 

③代替・軽減策：府中市で整備中の府中３・４・１６号線に接続するには、生活道路であ

る市道第５７３号線（二枚橋の坂の通り）を利用する必要があるが、警備員の配置、時

間規制、西武多摩川線高架下における幅、高さの規制等通行上課題があるため、代替す

ることは難しいと考えられる。また、東町一丁目の市道第４３７号線（西武多摩川線の

東側の通り）を通行する場合、西武多摩川線踏切からの右折禁止があり通行上支障があ

ること及び地元住民との覚書があるため、代替することは難しいと考えられる。 

①府中市議会会議録（令和６年９月総務委員会記録） 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料（東京都／令和２年２月、令和６年１１月） 

①③小金井市都市計画道路の整備状況 

周辺道路の交通渋滞の解消／整備する場合の渋滞解消効果 

①現状：小金井街道の前原坂上交差点では、既に交差点改良事業が完了しているが、交

通渋滞（前原坂上交差点を起点として小金井街道南側）が発生している。なお、国土交

通省の交通量調査では前原坂上交差点が主要渋滞箇所として選定されている。車両登録

台数においては、減少していることが確認できる。（車両数統計によると令和５年度時

点の車両登録台数は、小金井市は２４，６３２台であり都内全体で３，０６７，５５９

台となっている。平成３０年度では、小金井市は２４，８３０台であり、都内全体で

３，１３２，４０７台となっている。平成２５年度では、小金井市は２５，６５３台で

あり、都内全体で３，１８３，８１７台となっている。） 

②分析：小金井街道から天文台通りまでの約３．６㎞にわたり南北方向の幹線道路がない

ため、小金井街道に交通が集中しており、整備により渋滞緩和が期待できる。 

③代替・軽減策：ソフト的な渋滞緩和策（信号機制御による渋滞の解消）が考えられる

が、現在、警視庁は交通管制センターで信号機を制御している。信号機は面的に制御す

るため調整幅があり、効果は限定される。 

①全国道路・街路交通情勢調査（国土交通省ホームペー

ジ） 

①国土交通省ホームページ 

①②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス

資料（東京都／令和２年２月、令和６年１１月）  

③警視庁ホームページ 

③団体ヒアリング 
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生活道路への通過車両の進入／整備による通過車両の減少効果 

①現状：生活道路を車両が通過しており、二枚橋の坂を通行する通過車両の割合は６
０％、みはらし坂を通行する通過車両の割合は４８％である。 

②分析：連雀通りから東八道路への抜け道又は小金井街道の渋滞回避が目的の車両は、当
該路線の整備により、通過車両の減少が期待できる。 

③代替・軽減策：東町一丁目の市道第４３７号線（西武多摩川線の東側の通り）の通行は
これまでの経過等から難しいと考えられる。また、市道第５７３号線（二枚橋の坂の通
り）の拡幅は、都市計画道路ではないことから、拡幅する根拠がないため、沿道権利者
の任意の協力を得て拡幅することは難しいと考えられる。なお、当該道路は既に時間帯
交通規制、交通誘導員の配置、交差点点滅灯の設置等もされており、更なる安全対策は
難しいと考えられる。 

①小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料（東京都／令和２年２月）、通過車両の調査（通過

車両の割合／平成３０年東京都調査） 

交通結節点へのアクセス性の向上／交通結節点への到達時間の短縮効果 

①現状：交通結節点である駅及びバスターミナルは、市内では、武蔵小金井駅、東小金井
駅及び新小金井駅がある。また、計画道路周辺の交通結節点である東小金井駅及び新小
金井駅から最寄りのＩＣは、府中スマートＩＣ（約７．５ｋｍ）及び調布ＩＣ（約６．
１ｋｍ）となっている。 

②分析：市内から最寄りのＩＣである府中スマートＩＣ及び調布ＩＣへの旅行時間の短縮
が期待できる。特に、交通結節点である東小金井駅から府中スマートＩＣへの混雑時旅
行時間は、整備前（２５分）と整備後（１６分）で約３６％（約９分）短縮することが
想定される。 

③代替・軽減策：なし 

①ルート検索 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「６ 本路線の整備効果（混雑時旅行時間の変化）」

（東京都／令和２年２月） 

公共交通不便地域／公共交通不便地域解消への貢献の可能性 

①現状：東町五丁目は、高齢者の割合が市内でも高い。令和５年４月のＣｏＣｏバス再編
後、市内のほとんどが公共交通でカバーされている。東町五丁目の一部区域では公共交
通不便地域は残っているものの、おおむね改善されている。一方、東小金井駅から武蔵
境駅までの路線バスが、令和６年１２月に廃止された。また、時間規制により、許可証
がない場合には、タクシーが自宅前まで送迎できない。 

②分析：整備により、民間バス路線、コミュニティバス路線の走行空間の確保につなが
る。しかし、民間バス事業者の人材不足、収益性等の課題があり不明である。道路整備
により、タクシーでの送迎が可能となる区間がある。 

③代替・軽減策：高齢者送迎ボランティア及び高齢者タクシー利用補助等による代替が考
えられるが、現時点では不明である。 

①公共交通不便地域（（株）ケー・シー・エス調査／令

和６年１１月） 

①東町五丁目の老年人口構成 ６５歳以上 ２４．３％

（市内平均２１．７％） 

①ＣｏＣｏバス運行ガイドライン（令和４年８月） 

①京王バスホームページ 

②団体ヒアリング 

③関係部局ヒアリング 

歩行者自転車の安全で円滑な移動支援／交通事故の状況把握と整備による効果 

①現状：過去５年間（令和元年～令和５年）で市道第５７３号線（二枚橋の坂の通り）沿

道において、７件（内訳：令和元年１件、令和２年０件、令和３年１件、令和４年２

件、令和５年３件）の負傷事故が記録されている。幅員５．５ｍ未満の道路における歩

①警視庁交通事故マップ（事故状況別マップ）（警視庁

ホームページ） 

①生活道路における安全確保（国土交通省） 
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行者・自転車乗用中の死傷者数が占める割合は、幅員５．５ｍ以上の道路の約１．８倍

とのデータがある。 

②分析：道路整備により生活道路への通過交通の進入を抑制し、地域の安全性向上が期待

できる。当該路線は、自転車ネットワーク（都道）と位置付けられている。さらに、当

該路線の連雀通り以北は既に整備が進んでおり、小金井公園、東小金井駅及び武蔵野公

園を結ぶ路線として自転車ネットワークの観点から整備効果は高い。また、勾配を抑え

た道路整備により、バリアフリーに係る整備効果が高い。 

③代替・軽減策：市道第５７３号線（二枚橋の坂の通り）の拡幅は、都市計画道路ではな

いため、拡幅する都市計画上の根拠がないことから、沿道権利者の任意の協力を得て拡

幅することは難しいと考えられる。なお、既に時間帯交通規制、交通誘導員の配置、交

差点点滅灯の設置等もされており、更なる安全対策は難しいと考えられる。 

②高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律（平成１８年法律第９１号）第２５条に基づく「小

金井市バリアフリーのまちづくり基本構想」（平成２

０年３月） 

②東京都自転車走行空間整備推進計画（令和３年５月） 
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災害時に活動が困難な地域の解消／消防拠点から地域への到達しやすさ 

①現状：国分寺崖線（はけ）及び武蔵野公園により東町五丁目周辺の消防活動に一方偏集

（消防隊の進入経路が限られ制限されること）が生じている。火災時には複数の消防署

所からポンプ車が出動する。当該地域は、消火活動困難度ランクが３となっている。消

火活動は、現況に応じて、現場へのルート及び消火栓の位置に応じた体制で行ってい

る。消防団の車両は道路の幅員が狭くても活動は可能であるが、消防署の車両は大きい

ものがあるため広い道路の方が活動しやすい。道路整備を行う場合は、消火栓の新設等

の検討も必要である。 

②分析：路線整備による消防拠点から東町五丁目に到達する時間の変化は、府中消防署朝

日出張所では１７分から７分に短縮される。消防隊の進入経路が東八道路側からも確保

され、一方偏集が解消される。災害時にはハード・ソフト一体となった総合的な対策が

必要となるが、ハード面から一定の効果が期待できる。 

③代替・軽減策：既存道路の拡幅が考えられるが、法的な根拠がなく任意の協力を得るこ

とは難しいと考えられる。 

①東京都の地震時における地域別延焼危険度測定（第１

０回）（東京消防庁／令和２年３月） 

 ※ 消火活動困難度ランクは、１～５であり、数字が

高いほど困難度が高いことを示す。 

①②団体ヒアリング 

 

電線類地中化による安全性の向上／道路閉塞のリスク低減による防災性の向上 

①現状：当該路線周辺は電線類地中化されていない。 

②分析：無電柱化の対象となっている。当該路線の計画幅員は１８ｍであり、併せて電線

類を地中化することにより、道路閉塞のリスクを小さくでき、緊急車両等の救援・救助

活動に寄与し防災性向上が期待できる。災害時にはハード・ソフト一体となった総合的

な対策が必要となるが、ハード面から一定の効果が期待できる。 

③代替・軽減策：既存道路では電線類地中化のための空間の確保が困難である。 

②東京都無電柱化推進条例（平成２９年東京都条例第５

８号） 

②無電柱化加速化戦略（東京都／令和３年２月） 

②東京都無電柱化計画（東京都／令和３年６月） 
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延焼の防止／延焼遮断帯の位置付けの有無 

①現状：東町五丁目は大部分が第一種低層住居専用地域で、建築基準法（昭和２５年法律

第２０１号）第２２条の指定区域となっている。また、連雀通り沿いが第一種中高層住

居専用地域で、準防火地域となっている。木造住宅密集地域には指定されていない。防

災都市づくり推進計画で主要延焼遮断帯に位置付けられている。 

②分析：幅員１８ｍの道路では、沿道３０ｍの不燃化率（※）６０％以上で、延焼遮断帯

の機能が発揮される。 

※ 不燃化率＝（耐火建築物の建築面積＋準耐火建築物の建築面積×０．８）÷（全建築

物の建築面積）×１００％ 

③代替・軽減策：西武多摩川線の線路敷地による代替が考えられるが、延焼遮断帯は幅員

と沿道建築物の不燃化率によって機能するため、西武多摩川線の沿線が不燃化される必

要がある。２７ｍ以上の部分は施設そのものが延焼遮断帯として機能を発揮するため、

一部代替が期待できる。 

①②③防災都市づくり推進計画（東京都／令和６年）、 

小金井市都市計画マスタープラン（令和４年８

月） 

 

震災時の避難路の不足／周辺地域の道路幅員の調査 

①現状：当該計画道路に接続する道路幅員を調査したところ、次のとおりであった。 

・幅員８ｍ以上 約８．７％ 

・幅員６～８ｍ未満 約８．７％ 

・幅員４～６ｍ未満 約３４．８％ 

・幅員４ｍ未満 約４７．８％  

・当該地域は、地震に関する地域危険度測定調査（第９回）で総合危険度ランクが３とな

っている。 

②分析：阪神淡路大震災では、建物等の倒壊に伴う道路閉塞により、幅員４ｍ未満の道路

では約７３％が、幅員４～６ｍの道路では約６３％が、幅員６～８ｍの道路では約３

３％が歩行者も通行が不可となった。なお、幅員８ｍ未満道路のほとんどで車両の通行

不可となった。このことから、広幅員の道路により避難路が確保される。一方、当該路

線までの避難の課題は残る。災害時にはハード・ソフト一体となった総合的な対策が必

要となるが、ハード面から一定の効果が期待できる。 

③代替・軽減策：広幅員の道路から避難場所等への既存道路の拡幅が考えられるが、法的

な根拠がなく任意の協力を得ることは難しいと考えられる。 

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

①地震に関する地域危険度測定調査（第９回）（東京都

／令和４年） 

 ※ 総合危険度ランクは、１～５であり、数字が高い

ほど危険度が高いことを示す。 

②阪神・淡路大震災における道路幅員と道路閉塞の関係

（国土交通省国土技術政策総合研究所ホームページ） 

避難場所等へのネットワーク確保／避難場所、緊急輸送道路等の関係整理 

①現状：当該路線の北端の関野橋交差点付近に、広域避難場所である小金井公園がある

が、公園の入口はなく、五日市街道（小金井３・１・６号線）を経由し、小金井公園前

交差点が最寄りの小金井公園の入口となる。当該路線周辺では、一時避難場所として東

①小金井市防災マップ（令和４年３月） 

②小金井市地域防災計画（令和５年３月修正） 
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中学校及び南小学校、広域避難場所として武蔵野公園が指定されている。 

②分析：当該路線は、第一次緊急輸送道路（五日市街道、東八道路）及び第三次緊急輸送

道路（連雀通り）と接続し、広域避難場所（小金井公園、武蔵野公園、東京農工大

学）、大規模救出救助活動拠点候補地（小金井公園）及び地域内輸送拠点（小金井市総

合体育館）へのアクセス性が向上する。 

③代替・軽減策：緊急輸送道路から避難場所等への経路の既存道路の拡幅が考えられる

が、法的な根拠がなく任意の協力を得ることは難しいと考えられる。 

救急医療活動の支援／救急医療施設への到達時間の短縮効果 

①現状：市内に東京都指定二次及び三次救急医療機関はない。東大通りは市緊急輸送ネッ

トワーク及び東京都緊急輸送道路に指定されていない。 

②分析：近隣の二次救急医療機関（榊原記念病院：府中市朝日町、杏林大学医学部付属病

院：三鷹市新川）及び三次救急医療機関（東京都立多摩総合医療センター：府中市武蔵

台）への到達時間が短縮することが考えられる。東町五丁目周辺の一方偏集が解消さ

れ、東八道路側からアクセスする救急車の到達時間が短縮することが期待できる。 

③代替・軽減策：当該道路を整備する代わりに、周辺に救急医療機関を新設することが考

えられるが、現実的ではない。 

①東京都保健医療局ホームページ 

①東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化

計画）（平成２８年３月） 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「１２ 救急医療施設等の到達圏拡大（四次路線全

体）」「１３ 本路線の整備効果（例）」（東京都／令和

２年２月） 

②団体ヒアリング 

土砂災害警戒区域／区域の把握と整備の効果 

①現状：当該路線周辺では、土砂災害（特別）警戒区域が２箇所（東町五丁目６番（警

戒・特別警戒）、東町五丁目３番（警戒））指定されている。また、急傾斜地崩壊危険箇

所が２箇所（東町五丁目５番、東町五丁目６番）指定されている。当該路線と東町五丁

目５番との距離は約３５ｍである。 

②分析：当該路線周辺の東町五丁目３番に土砂災害（特別）警戒区域が指定されており、

市道第５７３号線（二枚橋の坂の通り）が閉塞されるおそれがあるため、閉塞された場

合の代替道路として機能する。 

③代替・軽減策：当該路線周辺の東町五丁目３番における土砂災害（特別）警戒区域内の

法面保護を行う。 

①②小金井市地域防災計画（令和５年３月修正） 
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景観形成／新たな景観形成への貢献 

①現状：小金井市都市計画マスタープランでは「みどりのネットワークの形成」を推進し

ている。 

②分析：みどりの拠点である武蔵野公園とみどりの軸である国分寺崖線（はけ）及び当該

路線がつながり、みどりのネットワークが創出される。公園を眺望できる道路として魅

力の発信の効果が期待できる。街路樹がみどりの拠点である武蔵野公園のみどりと連続

する新たな都市的景観が創出される。 

①小金井市都市計画マスタープラン（令和４年８月） 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「１９ 環境・景観に配慮した橋のイメージ案」（東

京都／令和２年２月） 
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③代替・軽減策：国分寺崖線（はけ）及び武蔵野公園と調和した意匠とし、景観に配慮す

る。 

都市緑化／街路樹による都市緑化への貢献 

①現状：小金井市都市計画マスタープランでは、「環境・景観に配慮した街路樹の整備な

どによる緑化を推進」とある。 

②分析：公園部分を除く住宅地部分の道路整備による緑化面積は、樹冠投影面積（樹木を

真上から見たときの影の面積）の合計では約１，２７６㎡となり、緑陰が作られ、みど

りの軸が創出される。 

・ハナミズキを想定した場合：設定樹高５ｍ、設定植栽間隔６ｍ／本 

・公園を除いた路線の延長は約４００ｍ（計１３３本） 

・樹冠直径５ｍ×０．７＝３．５ｍ、樹冠投影面積９．６㎡／本 

・全樹冠投影面積９．６㎡／本×１３３本＝１，２７６㎡ 

・設計未了のため植栽桝の植栽面積は算入しない。 

③代替・軽減策：なし 

①小金井市都市計画マスタープラン（令和４年８月） 

②「緑化面積等の算出方法について」（東京都環境局） 

②「街路樹管理マニュアル」（国土交通省関東地方整備

局東京国道事務所／令和４年２月） 

 

環境負荷の低減／渋滞の解消によるＣＯ２の削減効果 

①現状：現在、小金井街道の前原坂上交差点を起点に南側に７５０ｍの渋滞が発生してい

る。 

②分析：当該路線が整備されることで、小金井街道に集中する交通量が分散し、渋滞が緩

和することが期待される。交通量が分散されることで走行速度が向上し、燃費が改善さ

れＣＯ２の削減につながる。 

③代替・軽減策：なし 

（表）走行速度とＣＯ２排出量の関係（国土交通省） 

走行速度（ｋｍ/ｈ） ２０ ４０ ６０ 

ＣＯ２排出量（ｇ－ＣＯ2/ｋｍ） ４１０ ２９６ ２５２ 
 

①小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「５ 周辺道路の交通渋滞」（東京都／令和２年２

月） 

②資料「道路分野におけるカーボンニュートラルへの貢

献」（国土交通省） 

②国土交通白書（国土交通省／平成１９年度） 

 

文化的資源の保全、活用、地域活性／都立公園、野川の積極的な活用の貢献 

①現状：当該路線周辺には、都立公園（武蔵野公園、野川公園）、都立霊園（多磨霊園）

及び野川の地域資源がある。 

②分析：本路線の整備により、交通結節点の東小金井駅から３つの都立公園（小金井公

園、武蔵野公園、野川公園）、都立霊園（多磨霊園：日本初の公園墓地）及び野川を結

ぶ交通ネットワークが完成する。東小金井地域及び野川地域の魅力の発信・向上に期待

できる。 

③代替・軽減策：なし 

①小金井このまちガイド（（一社）小金井市観光まちお

こし協会／令和３年３月）、（公社）東京都公園協会ホ

ームページ 

②東京都公園協会ホームページ 

②団体ヒアリング 

資
－
２
８
 



 

 

⑵ 小金井都市計画道路３・４・１１号線の合理性（整備による影響の視点）の評価 

評価項目／評価の視点 

評価（①現状／②分析／③代替・軽減策） 根拠等（資料／データ／ヒアリング・アンケート結果） 
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緑化／整備による緑地の減少面積と増加面積の比較 

①現状：国分寺崖線（はけ）部分は宅地化されており、緑地は消失している。武蔵野

公園区域内であり整備方針では、はけの風景ゾーンとして計画されている。国分寺

崖線（はけ）は、東京都保全地域「国分寺崖線緑地保全地域」に指定されており多

摩川によって作られた崖線と、それと一体となった樹林地、湧水池等を保全する方

針がある。崖線のみどりの評価における自然的条件として、植生、規模、傾斜と高

低差（傾斜３０度以上かつ高低差５ｍ以上）、湧水、河川、水路、農地との一体性

及び希少種等の存在が挙げられている。 

②分析：当該路線の崖線部分（面積約６７０㎡）は住宅が建っている。橋梁案の場合

施行後の崖線部分に構造物がないため、橋梁の桁高等により空間が確保される。 

③代替・軽減策：橋梁下の崖線法面に、緑地帯を増やすことが可能である。 

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

①東京都保全地域 ２９国分寺崖線（緑地保全地域） 

①武蔵野公園マネジメントプラン（東京都／令和４年３

月） 

①都立武蔵野公園整備計画（東京都／平成２９年１０月

決定） 

②道路概略検討（東京都／平成３０年、令和４年） 

 

湧水／湧水の涵養に必要な雨水の浸透への影響 

①現状：国分寺崖線（はけ）部分及び崖線以北は宅地化されている。周辺の主な湧水

では、都立野川公園蛍池流入口及び野川公園がある。国分寺崖線（はけ）付近では

崖線部を崩落させる可能性があるため、雨水浸透施設の設置禁止区域が設定されて

いる。 

②分析：崖線以北の道路面の舗装が構造物によって雨水浸透しない場合、地下水の補

充が減少する。地下水位が低下し、湧水への影響が考えられる。 

③代替・軽減策：崖線以北に、透水性舗装及び雨水貯留浸透施設を道路側溝下部等へ

設置することにより、雨水を地中に浸透させ、地下水の涵養を促進することができ

る。地下水調査の継続の必要性がある。 

①雨水管理総合計画策定ガイドライン案（国土交通省水

管理・国土保全局下水道部／令和３年１１月） 

①「公共施設における一時貯留施設等の設置に係る技術

指針」（東京都都市整備局／平成２８年３月） 

①小金井市雨水浸透施設の技術指導基準（令和６年７

月） 

②道路概略検討（東京都／平成３０年、令和４年） 

景観／連続する緑の分断、遮蔽 

①現状：宅地化されており、連続するみどりは分断されている。東京都景観条例（平

成１８年東京都条例第１３６号）では、「国分寺崖線景観基本軸」に位置付けられ

ている。 

②分析：橋梁案は、国分寺崖線（はけ）の上と下を橋梁でつなぐ計画になっており、

崖線の上に橋梁が架かる。宅地化されている崖線法面の緑化を図るため、近景（は

けの道の視点）では、国分寺崖線（はけ）のみどりの連続性が確保される。遠景で

は、橋脚によって国分寺崖線（はけ）のみどりが遮られるところもある。また、東

京都景観条例では、国分寺崖線景観基本軸の景観形成の目標を「国分寺崖線の広域

①地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院） 

①東京都景観条例（平成２３年１２月改正） 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料（東京都／令和２年２月、令和６年１１月） 
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的に連続するみどりの帯及び湧水等の自然環境、歴史的・文化的資源を保全し、こ

れらと調和した景観形成を図る」としており、届出が必要になる。 

③代替・軽減策：橋梁下崖線、橋梁及び橋脚周辺の緑化等の検討が考えられる。 

地形／地形の改変による影響 

①現状：宅地化されており、ひな壇状に造成されている。 

②分析：橋梁工法であれば国分寺崖線（はけ）の上空を横断するため地形の改変は部

分的になる。橋脚、橋桁等の構造上の架構により地形に影響する可能性がある。 

③代替・軽減策：崖線の連続性等に配慮した橋台及び橋脚の位置の検討による地形改

変の軽減が考えられる。 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「１８ 環境や景観に配慮した道路構造の検討」（東

京都／令和２年２月） 
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生物／魚類、底生動物に対する影響 

①現状：令和３年環境概況調査委託報告書では、次のとおり示されている。 

（魚類）魚類は１１種類が確認されている。調査対象区間では、河床は砂礫であり、

両岸の大部分は植生に覆われている。このため、砂礫の河床を好むヒガシシマドジ

ョウが多く採捕され、また植生帯ではミナミメダカ、フナ類、ナマズ等が確認され

た。水面がやや開けた場所ではオイカワ及びヌマムツといった遊泳魚が見られた。 

（底生生物）調査結果では、トンボ類の幼生が４種類とやや少ない等底生動物はやや

乏しかったが、今回の調査区間の野川は春季に渇水状態であったためと考えられ

る。しかしながら確認された種にはカワニナ等きれいな水に生息する種が含まれて

おり、おおむね良好な底生動物相を示している。 

②分析：令和３年環境概況調査委託報告書では、次のとおり示されている。 

（魚類に対する考察）今回の道路事業では、河床部の改変は行われないが、橋梁構造

となる場合は日照の変化により植生帯がなくなる等魚類の生息に影響を及ぼす可能

性は否定できない。 

（底生動物に対する考察）道路事業による影響は、魚類と同様に、河床部の改変は行

われないものの、橋梁構造となる場合は一部の区間が日照の変化により環境の変化

が生じる可能性がある。 

③代替・軽減策：周辺環境に配慮した道路構造等の検討によって軽減することが考え

られる。 

①②環境概況調査委託報告書（東京都北多摩南部建設事

務所／令和３年１１月） 

 

親水／水辺空間での活動への影響 

①現状：園内を貫流する野川の一部は親水護岸となっており、水遊びを楽しめるよう

になっている。周辺には、小金井新橋、二枚橋、西武多摩川線等がある。 

②分析：橋梁により野川を横断し桁下高さを確保することにより、河道部を歩行する

ことができるため、水辺空間での活動への影響はないと考えられる。 

①武蔵野公園マネジメントプラン（東京都／令和４年３月）  

①野川マップ（野川流域環境保全協議会） 

①団体ヒアリング 

②道路概略検討（東京都／平成３０年、令和４年） 
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③代替・軽減策：橋梁下空間が親水空間となるように、周辺環境と調和した整備の検

討が考えられる。 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料（東京都／令和６年１１月） 

景観／周辺からの視認性、野川を含む景観への影響 

①現状：野川は、昭和３６年に都市計画決定、昭和４４年に事業決定、平成７年に事

業完了した都市計画施設である。幅員は２３～２８ｍで、河川区域内にみどり豊か

な散策路がある。東京都景観条例の国分寺崖線景観基本軸の区域内（崖線と低地の

境界部からおおむね３６０ｍ）になっている。 

②分析： 

（景観を構成する要素（視対象）からの分析）：橋梁は上空を横断するため、堤防部

からの野川の視認性は大きな影響はないが、橋梁の影及び上空を遮蔽することよる

風景への影響が考えられる。 

（景観を眺望する場（視点場）からの分析）：上空を横断する橋梁から、野川及び国

分寺崖線（はけ）を含む公園を鳥瞰する視点は、新たな風景を創出する可能性があ

る。 

③代替・軽減策：周辺の自然景観に配慮した橋梁のデザインの検討、橋脚を隠す植栽

の検討等が考えられる。 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「１８ 環境や景観に配慮した道路構造の検討」「１

９ 環境・景観に配慮した橋のイメージ案」（東京都／

令和２年２月） 

 

水量／治水／水量、治水への影響 

①現状：野川は国分寺崖線（はけ）の湧水を水源としている。周辺には、都立公園が

整備され、市街化された地域が広がっている。 

②分析：橋脚が野川左岸（国分寺崖線（はけ）側）に想定されている。根入れによる

掘削により、湧水の通り道に影響が生じる可能性がある。 

（地下水の涵養）地下浸透が舗装により妨げられる可能性がある。 

（治水）河道部区域に橋梁の橋脚等の構造物は存在しないため、治水に影響はないと

考えられる。橋脚の杭等により地下水への影響が生じる可能性がある。 

③代替・軽減策：透水性の舗装により地下水の涵養が図られ、地下水・湧水を水源と

する野川の水量の保全に一定の効果があると考えられる。また、地表水の流出によ

る河流の増加は一定程度予防できると考えられる。ボーリング調査及び施工方法に

より、影響を軽減できる可能性がある。 

①②野川流域河川整備計画（東京都／平成２９年７月） 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「１８ 環境や景観に配慮した道路構造の検討」（東

京都／令和２年２月） 

自然再生事業／植物、ほ乳類、鳥類、両生類等への影響 

①現状：東京都に残る貴重な自然として、「野川第一・第二調節池地区自然再生協議

会（※１）」による自然再生業が取り組まれている。市民からなる管理運営団体の

「野川自然の会」が、東京都と協働でモニタリング等を実施している。直接的に事

業再生事業を行う「事業対象地区」（野川第一調節池、第二調節池及びその周辺の

①小金井３・４・１１号線外に関する説明会＜配布資料

＞リーフレット「環境に配慮した取り組み」（橋梁

案）図「橋梁部」枠内：野川第一調節池自然再生事業

との重複（都市計画道路西側、武蔵野公園内）（東京
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野川（小金井新橋～二枚橋））と「関連する地区」があり、本路線は、野川第一調

節池と重複する。第一調節池にはビオトープ「どじょう池」がある。 

②分析：令和３年環境概況調査委託報告書では、次のとおり示されている。 

（植物に対する考察）水辺及び草地の重要種の貴重な生育地となっている。 

（魚類に対する考察）野川の調節池である自然再生事業のどじょう池、湿地、水田等

は泥質で流れがない小規模な水域となっている。このため、確認された魚類も３種

類に止まった。池及び湿地は道路予定地から５０ｍ程離れており、また野川と接続

する水路は直接的な改変されないが、橋梁構造となる場合は日照の変化による植生

の変化が生じる可能性がある。 

（両生類に対する考察）両生類の主要な繁殖場所と考えられる自然再生事業の水田、

どじょう池、湿地等は、道路予定地から５０ｍ程度離れており直接的な改変は受け

ないが、日照の変化、移動経路の分断等を介した間接的な影響が生じる可能性があ

る。 

③代替・軽減策：周辺と一体となった水環境の再生・創出を検討し、日照及び動物の

移動経路の確保を行うとともに、施行時にも、植物の移植及び環境の保全（排出ガ

ス対策型建設機械等）を図ることで影響を一定程度予防できると考えられる。ま

た、市民団体の活動にも配慮し、連携を図ることで影響を低減できる可能性があ

る。 

都／平成３０年３月） 

①武蔵野公園の自然について（東京都環境局ホームペー

ジ） 

①野川第一・第二調節池地区自然再生事業実施計画書 

①②環境概況調査委託報告書（東京都北多摩南部建設事

務所／令和３年１１月） 

（※１） 平成１７年に自然再生推進法（平成１４年法

律第１４８号）に基づき、水環境再生及び河川

生態系の再生のために設置され（事務局：北多

摩南部建設事務所）、野川自然再生事業（池、

湿地等の基盤整備）を実施した。 
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生物／植物、ほ乳類、鳥類、両生類等への影響。生物保護に関する法令上の公園の位

置付け整理 

①現状：武蔵野公園の地域では、はけの雑木林・野川・水田跡草原が連続しており、

森・川・草原の生態系が一体となった複合的な生態系を形成している。植物約４０

０種、昆虫約２５０種、鳥類約４０種という、多様な生物が生息している。また、

この地域の動植物について、環境省レッドリスト及び東京都レッドリスト掲載種は

８４種である。様々な市民団体が活動しており、生態系の調査、野鳥観察等を行っ

ている。市民団体の調査により、動物、昆虫、ほ乳類、鳥類等の多様な生物の生息

地であることが確認されている。 

また、令和３年環境概況調査委託報告書では、次のとおり示されている。 

（植物）植栽されたものが起源と考えられるもの及び外来種が多いが、調査範囲が公

園であること、また、住宅地に隣接しているために人為的な影響を強く受けた植物

相となっているためと言える。しかしながら、公園内にはキンラン、ギンラン、ニ

リンソウといった重要種が生育しており、住宅地に隣接した公園にもかかわらず、

林床の植物相は比較的良好な状態を保っていると言える。 

①武蔵野公園マネジメントプラン（東京都／令和４年３

月） 

①自然共生サイト（環境省ホームページ） 

①団体ヒアリング 

①②環境概況調査委託報告書（東京都北多摩南部建設事

務所／令和３年１１月） 

③生物多様性保全と持続可能な利用の実践（日本建設業

連合会） 
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（ほ乳類）公園、耕作地等人為的な土地利用が進んだ環境で生息可能な種で(ホンド

タヌキは東京区部でも多数が生息している。)、外来種であるアライグマを含めて

４種と少なかった。調査対象範囲が住宅地、道路等に囲まれ、行動範囲が広いほ乳

類にとって良好な環境とは言えないためと考えられる。なお、閉鎖管理地でアカネ

ズミが確認されているが、本種は北多摩地域では重要種に該当していない。今回確

認されたのは孤立した閉鎖管理地であり、個体数は１個体であった。 

（鳥類）ヒヨドリ、ムクドリ、シジュウカラといった住宅地から農村地帯で普通に見

られる種が中心となっているが、ヤマガラ、アオゲラ、イカルといった雑木林及び

森林に生息する種も確認されている。また、カワセミ、アオサギといった水辺に生

息する鳥類も確認されている。こうしたことから確認された種数は冬季と春季あわ

せて３６種と比較的多い。調査対象範囲は、住宅等に囲まれているものの、広い範

囲にわたって樹木に覆われ、また、野川沿いには草地があること等によるものと考

えられる。重要種はオオタカ等８種であるが、計画路線の周辺で繁殖が確認されて

いる種はない。ただし、今後、道路予定地周辺の樹木等で繁殖する可能性は排除で

きない。 

（両生類、爬虫類）ヒキガエル、ニホンカナヘビ、 ミシシッピアカミミガメ、 ニホ

ンヤモリ等８種類が確認されている。これらのうち、ニホンアマガエルと外来種で

あるミシシッピアカミミガメ、ウシガエルを除いては重要種に該当しているが、民

家の庭、公園等で生息可能な種である。こうしたことから、調査範囲の両生類・爬

虫類相は、人為的な影響が強い環境でも生息し得るものと言える。 

（昆虫類）４２５種類が確認されている。主な昆虫としては、野川沿いの草地でヒメ

ウラナミジャノメ、キタテハ、ヤマトシジミ本土亜種等のチョウ、ツチイナゴ等の

バッタ類が見られた。また、クロノマチョウ、コクワガタ、モンスズメバチ等樹液

に集まる昆虫が見られた。 

（生態系）国分寺崖線（はけ）・野川・公園は一体的な生態系を成しており、総合的

に評価する必要がある。近隣には環境省の自然共生サイトがあり、生物多様性保全

への動きがある中で、みどりのネットワークとして連続している。 

②分析：令和３年環境概況調査委託報告書では、次のとおり示されている。 

（植物に対する考察）道路事業による影響としては、道路構造によっては道路敷地内

が直接改変により生育できなくなることのほか、道路周辺が日照、風況等の環境変

化が生じる等間接的影響を受ける可能性がある。 

（ほ乳類に対する考察）道路事業の影響としては、道路構造によっては道路敷地が改

変されることにより生息に適さなくなることのほか、ほ乳類の移動経路を分断及び
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事故による個体の死亡が考えられる。 

（鳥類に対する考察）道路事業の影響としては、道路構造によっては道路敷地が改変

されることにより餌場等として利用できなくなることのほか、通行車両との衝突及

び道路予定地周辺で繁殖していた場合は、道路工事中、供用後の騒音、振動及び道

路利用者の存在により営巣地として利用しなくなることが考えられる。 

（両生類、爬虫類に対する考察）道路事業の影響としては、道路構造によっては道路

敷地が改変されることにより餌場等として利用できなくなることのほか、両生類・

爬虫類の移動経路を分断することにより事故による個体の死亡が考えられる。 

（昆虫類に対する考察）道路事業の影響としては、道路構造によっては道路敷地が改 

変されることにより生息場所して適さなくなることのほか、日照の変化、移動経路

の分断等を介した間接的な影響が生じる可能性がある。 

（法令上の生物保護（鳥獣保護区、特別保護区）の整理） 

・武蔵野公園は鳥獣保護区及び特別保護区に指定されていない。 

・鳥獣保護区は、鳥獣の保護を図るため必要があると認められる区域に指定するもの

で、特別保護地区は、鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又はその生息地の保護を図

るため特に必要があると認められる区域に指定するもの。鳥獣保護区及び特別保護

地区の区域内では、次の行為が規制されている。 

１ 鳥獣保護区  

・狩猟の禁止 

（鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号。

以下「鳥獣保護管理法」という。）第２８条第１項） 

２ 鳥獣保護区特別保護地区  

・狩猟の禁止 

・建築物その他の工作物の新築、改築、増築 

・水面の埋め立て、干拓 

・木竹の伐採  

（鳥獣保護管理法第２９条第１項及び第７項第１号から第３号まで） 

③代替・軽減策：橋梁構造により公園内の改変を最小限にしながら、日照及び動物の

移動経路の確保を行うとともに、施工時にも植物の移植及び環境の保全（排出ガス

対策型建設機械等）を図ることで、影響を一定程度予防できると考えられる。 

景観／景観への影響（公園からの眺望） 

①現状：武蔵野台地の立川段丘面の平坦地に立地しており、野川が西から東に流れて

おり、平均高度６～７ｍの国分寺崖線（はけ）が形成されている。野川沿いにサク

①東京都景観条例（平成２３年１２月改正） 

①武蔵野公園マネジメントプラン（東京都／令和４年３
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ラが並んでいる。公園及び国分寺崖線（はけ）と相まって、重層的なみどりの空間

を形成している。当該路線の周辺には、西武多摩川線の盛土と高架橋、野球場、防

球ネット、高圧線、鉄塔等、大規模に地形が改変される工作物が設置されており、

人工物が風景の一部になっている。 

②分析：橋梁案では、国分寺崖線（はけ）の上と下を橋梁でつなぐ計画になってお

り、公園の上空に橋梁が架かる。橋梁は遠景からも視認できると考えられる。ま

た、近景では上空を遮蔽し公園の開放感を損なう。東京都景観条例の国分寺崖線景

観基本軸の区域内（崖線と低地の境界部からおおむね３６０ｍ）である。 

③代替・軽減策：景観への影響は大きいが、自然環境との調和に配慮した橋梁のデザ

インにより、西武多摩川線の高架橋等と同様に、市民に親しまれる新たな都市的景

観を創出できる可能性がある。 

月） 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「１８ 環境や景観に配慮した道路構造の検討」「１

９ 環境・景観に配慮した橋のイメージ案」（東京都／

令和２年２月） 

 

 

機能／公園の機能、役割、活動への影響 

①現状：武蔵野公園は都市計画法（昭和４３年法律第１００号）及び都市公園法（昭

和３１年法律第７９号）に基づく風致公園（主として風致の享受の用に供すること

を目的とする都市公園）になっている。昭和３２年に都市計画決定、昭和３９年に

開園した５１．４０ｈａの都市計画施設である。都立公園の役割は、憩いの場、ク

ールアイランドとして都市環境の緩和、景観の形成、多様な生物の生息空間、災害

時の避難場所等の機能を有する。 

②分析：橋梁の桁下は一定の空間が確保されるため、武蔵野公園内でのレクリエーシ

ョン活動、健康運動、文化活動等の機能は維持されるが、橋梁が視認できる場所で

は、風致の享受に影響を与え、活動の質が低下する懸念がある。スポーツゾーンと

重複し野球場を通過するため、野球場が一部利用できなくなる等、地上での土地利

用に影響がある。 

③代替・軽減策：スポーツゾーン及び野球場の再整備を行うことで、機能の維持を図

ることができると考えられる。また、都市計画公園区域の変更により機能を代替す

ることが考えられる。 

①都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）第２

条 

①武蔵野公園マネジメントプラン（東京都／令和４年３

月） 

①パークマネジメントマスタープラン（東京都建設局／

令和６年３月） 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料（東京都／令和６年１１月） 

②道路概略検討（東京都／平成３０年、令和４年） 
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土地利用／道路整備による土地利用の影響（みどり、沿道用途等） 

①現状：当該路線の北部分は宅地で、南部分は武蔵野公園になっている。東町五丁目

の現在の用途地域は、第一種低層住居専用地域である。 

②分析：当該路線の整備により、宅地及び公園部分のみどりが減少する。また、用途

地域は、道路の整備状況、土地利用の動向、幹線道路と沿道の土地利用との調和、

円滑な道路交通の確保等を勘案して都市計画を変更することになれば、経済活動の

活性化及び利便性が向上する可能性がある。公園部分は橋梁による高架構造物及び

①小金井都市計画図（小金井市都市計画課） 

②都市計画運用指針（国土交通省／令和２年９月） 
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地上構造物が設置されるため、植栽に影響が生じる可能性がある。道路空間の創出

により、街路樹の整備等が行われる。整備により地域の発展に寄与する一方で、生

活環境に対する影響も考えられる。 

③代替・軽減策：地元の住民とともにまちづくりを進め、適切な土地利用を検討す

る。 

環境負荷／通行車両による地域への影響（大気、騒音） 

①現状：周辺の生活道路、幅員約４ｍ程度の道路が多く、乗用車の通行が多い。狭い

ため大型車両の通行は少ない。都市内の公園等の緑地では、周辺市街地よりも気温

が数℃程度低くなるクールアイランド現象がみられる。 

②分析： 

（大気質）市では交差点沿道地域１９地点を含む５０地点で、二酸化窒素について

令和６年２月２７日から同年３月１日まで測定を実施している。調査によれば、

全ての地点において、環境基準値を下回っていた。当該路線の調査結果及び将来

交通量推計から、環境基準を超える大気汚染は予想されない。 

（騒音・振動）市では、都道６路線（五日市街道、小金井街道、連雀通り、新小金

井街道、東八道路、東大通り）の騒音と振動について令和５年６月１３日～１５

日に測定を実施している。騒音調査では、全６地点が昼間、夜間とも環境基準を

達成した。当該路線の調査結果及び将来交通量推計から、環境基準を超える騒音

は予想されない。振動調査によれば、全６地点が昼間、夜間とも要請限度を達成

した。当該路線の調査結果及び将来交通量推計から、要請限度を超える振動は予

想されない。 

（ヒートアイランド）地表面の人工被覆（アスファルト舗装面）の増加及び土地利用

が変更された場合の都市の高度利用による影響（中高層建物の増加等）が予想され

る。 

③代替・軽減策：舗装の改善（保水性舗装・遮熱性舗装）、街路樹等による軽減及び

遮音壁等の検討が考えられる。 

②大気質調査委託報告書（小金井市／令和５年度） 

②要請限度に係る自動車交通騒音振動調査（小金井市／

令和５年度） 

③東京都建設局ホームページ 
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コミュニティ／地域コミュニティへの影響 

①現状：延長８３０ｍのうち、武蔵野公園と重複するのは約３３０ｍである。延長の

６０％は住宅地となっている。 

②分析：都市計画道路区域内の居住者は立ち退くことが必要な住民がいるため、地域

コミュニティからの離脱を余儀なくされる。また、区域外の居住者にとっても、１

８ｍ幅員の道路をまたぐことになり心理的な分断が生じる。自然に関係する市民活

動も盛んであり、生態系及び自然環境の変化は２次的にコミュニティに影響を与え

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

②団体ヒアリング 

③ストリートデザインガイドライン（国土交通省都市

局・道路局／令和３年５月） 
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る可能性がある。 

③代替・軽減策：道路は通行の機能だけでなく、コミュニティの機能をもたせた計画

を要望することも考えられる。 

学校等／学校、保育園、通学路等への影響 

①現状：東町五丁目の通学区域は、南小学校及び東中学校である。環境教育等で野

川、国分寺崖線（はけ）及び武蔵野公園周辺が活用されている。 

②分析：歩車道分離により、安全に通学できる環境が整備される。また、通学路周辺

の交通規制、信号機の設置、速度制限等の対策が必要性になる可能性がある。運搬

車両の搬入及び災害時の経路としての機能が確保できる。 

③代替・軽減策：スクールゾーンの指定、区画線の設置等により安全性を高めること

が検討できるが、幅員、地域住民との合意形成等の課題がある。また、物理的な歩

車道分離をすることは困難である。 

①小金井市教育委員会ホームページ 

②団体ヒアリング 

住環境／生活、健康への影響 

①現状：主に第一種低層住居専用地域のため、１～２階建ての住宅、共同住宅の立ち

並ぶような住宅街が形成されている。東町五丁目のはけの道周辺・野川周辺では、

音環境として、３５ｄＢ～４０ｄＢ程度で、鳥のさえずりが聞こえる静かな環境で

ある。 

②分析：利便性への影響として、アクセスの向上により利便性が向上するとともに、

周辺地域の交通量が増加する可能性がある。（経済性への影響）交通の利便性、容

積率制限等の変化に伴い、地域の経済的な価値に影響する可能性がある。周辺地域

では、これまでの生活環境に変化が生じる可能性がある。 

③代替・軽減策：地域の街並みをいかした環境整備に取り組み、適切な住環境の形成

を図る。低騒音舗装等、騒音振動対策を検討する。 

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

②不動産鑑定評価基準（国土交通省／平成２６年５月改

定） 

街並み／景観への影響（高さ、色） 
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①現状：現在の宅地部分は主に第一種低層住居専用地域（建ぺい率４０％／容積率８

０％／第一種高度地区）で、低層住宅のための地域であり、屋外広告物（看板）の

禁止区域である。 

②分析：当該路線の整備に伴い、新しい建物に建て替えが促進されることにより、新

たな街並みが形成される。また、当該路線の整備により、街路樹の植栽及び歩道の

整備が行われ、景観が改善され、住民の生活環境及び地域の魅力が向上する。一方

で、見慣れた景観からの変化がある。 

③代替・軽減策：地域の街並みをいかした環境整備に取り組み、適切な住環境の形成

を図る。 

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

歴 

史 

文化財／文化財の有無と影響 

①現状：当該路線は、指定文化財（国指定文化財、東京都指定文化財、小金井市指定

文化財）との重複はない。小金井市都市計画マスタープランでは「市の歴史・文化

に関わりが深く広域的な連続性があるみどり・水として～(中略)～国分寺崖線（は

け）、野川及び玉川上水の良好な景観の保全を図ります。」としている。 

②分析：文化財への影響はない。国分寺市は、国分寺３・４・１号線の区間の一部を

国の史跡「武蔵国分寺跡」の歴史的価値・周辺交通状況を鑑み、廃止も見据えて検

討している。「武蔵国分寺」は、文部科学省の「特別史跡名勝天然記念物及び史跡

名勝天然記念物基準」により国の歴史の正しい理解のために欠くことができず、か

つ、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において、学術上価値があるとされ、文部

科学大臣から文化審議会に諮問され、文化審議会における専門家の審議、文部科学

大臣への答申を経た上で史跡に指定されたもので、本市の遺跡とは状況が異なる。 

③代替・軽減策： なし 

①小金井市ホームページ 

①小金井市都市計画マスタープラン（令和４年８月） 

①東京都教育委員会ホームページ 

②国分寺市ホームページ 

遺跡等／遺跡、神社仏閣等の有無と影響 

①現状：当該路線周辺には、武蔵野公園低湿地の埋蔵文化財包蔵地が位置している。

当該路線と重複している神社仏閣等はない。 

②分析：埋蔵文化財包蔵地は文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号）により保護

されており、基本的な考え方は文化庁による通知で示されている。工事等の目的で

発掘を行う場合には事前の届出又は通知を要する。埋蔵文化財包蔵地の中で建物の

建築等開発を行う場合には、着工の６０日前までに届け出ることが文化財保護法に

よって義務付けられている。 

③代替・軽減策：試掘調査により設計及び施工への影響を事前に調査し、場合によっ

ては発掘調査等適切な措置を検討する。 

①小金井市ホームページ 

①東京都教育委員会ホームページ 

②③文化財保護法、文化庁ホームページ 
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風土／文化的特徴への影響 

①現状：国分寺崖線（はけ）、野川及び武蔵野公園が近接した貴重な地域となってい

る。環境をいかした教育の場が提供されている。周辺には、市民の活動によって育

まれた環境がある。 

②分析：国分寺崖線（はけ）、公園等の環境が改変されるおそれがあり、住民の生活

及び文化への影響が懸念される。 

③代替・軽減策：地域の環境をいかした整備に取り組み、周辺の環境に調和した環境

を育む。 

①小金井市ホームページ 

①団体ヒアリング 

  

資
－
３
８
 



 

 

２ 小金井都市計画道路３・４・１号線の必要性及び合理性 

⑴ 小金井都市計画道路３・４・１号線の必要性（整備による効果の視点）の評価 

評価項目／評価の視点 

評価（①現状／②分析／③代替・軽減策） 根拠等（資料／データ／ヒアリング・アンケート結果） 
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道路ネットワーク機能の強化／隣接自治体への移動円滑化効果 

①現状：現在、三鷹市（三鷹３・４・７号線）及び国分寺市（国分寺３・４・１号線）

の一部区間は整備中であり、用地取得が進んでいる。また、小金井３・４・１１号線

との交差点の一部区間は、本市がみちづくり・まちづくりパートナー事業として整備

中であり、用地取得が約９５％（令和５年度末）である。 

②分析：当該路線は三鷹市及び国分寺市と連続する路線であるため、ネットワーク機能

が確保されるが、未整備区間及び隣接自治体では計画内容再検討路線の区間がある。 

③代替・軽減策：当該路線は連雀通りから分岐する路線であり、整備の代替案として狭

隘部分の拡幅があるが、都市計画道路ではないため、拡幅が難しいと考えられる。 

①小金井市都市計画道路の整備状況 

①②東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業

化計画）（平成２８年３月） 

 

 

周辺道路の交通渋滞の解消／整備する場合の渋滞解消効果 

①現状：連雀通りの前原坂上交差点を起点に東側に２００ｍの渋滞が発生している。令

和３年の交通センサスによれば、連雀通り（東町二丁目）の交通量は平成２７年より

減少している。 

②分析：当該路線が整備されることで、連雀通りに集中する交通量が分散し、渋滞が緩

和することが期待される。 

③代替・軽減策：整備の代替案として、小金井３・４・１１号線、小金井３・４・１２

号線の整備により、渋滞を減少させることが考えられる。 

①全国道路・街路交通情勢調査（国土交通省ホームペー

ジ） 

①小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「５ 周辺の交通渋滞」（東京都／令和２年２月） 

生活道路への通過車両の進入／整備による通過車両の減少効果 

①現状：連雀通りから生活道路に入る通過交通及び連雀通りに抜ける通過交通は、おお

坂２５％、白伝坊の坂３０％、薬師通り（小金井街道下）３７％及び小金井街道（七

軒家通り出口）２５％となっている。 

②分析：前原一丁目、二丁目、四丁目、中町一丁目、四丁目では、連雀通り、小金井街

道、霊園通りを結ぶ生活道路に通過交通が発生している。小金井街道の前原坂上交差

点の渋滞回避及び最短経路の選択が考えられる。整備によりこれらの地域に進入して

いる通過車両が減少する効果が期待できる。 

③代替・軽減策：当該路線に代替する既存道路はない。抜け道の時間規制等の交通規制

により進入を減少させることが考えられる。 

①小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「１１ 生活道路の通過交通に関する状況調査」（東

京都／令和２年２月） 
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歩行者自転車の安全で円滑な移動支援／交通事故の状況把握と整備による効果 

①現状：抜け道経路上では負傷事故が発生している。周辺の幹線道路（連雀通り）の歩

道の設置状況は、都市計画道路がない区間約６６０ｍのうち、片側だけ歩道がある箇

所の延長は約４７０ｍ（約７１％）、歩道がない箇所の延長は約１９０ｍ（約２

９％）である。また、自転車走行があると車がすれ違えない、幅員が狭くガードレー

ルが設置できない、バスレーンがない等の課題がある。 

②分析：当該路線は、連雀通りに平行して計画（幅員１６ｍ）されているため、連雀通

りの交通量の減少が見込まれ、地域の安全性の向上が期待できる。また、道路整備に

より生活道路への通過交通の侵入を抑制が期待できる。歩車道が分離された道路整備

による効果が期待できる。 

③代替・軽減策：連雀通りの都市計画道路ではない箇所の拡幅は、道路用地を取得する

法的な根拠がなく、また、沿道権利者の任意の協力を求めた経過があるが難しい。な

お、沿道には既に堅固な建築物が建っている。 

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

①生活道路における安全確保（国土交通省） 

①小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「１１ 生活道路の通過交通に関する状況調査」（東

京都／令和２年２月） 

②高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律第２５条に基づく、「小金井市バリアフリーのまち

づくり基本構想」（平成２０年３月） 
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災害時に活動が困難な地域の解消／消防拠点から地域への到達しやすさ 

①現状：当該路線の周辺地域の地形は、南側には野川があるため橋からのアクセスに限

定される。また、北側には国分寺崖線（はけ）があるため、崖線上から下に南下でき

る道路は限られる。消火活動は、現況に応じて、現場へのルート及び消火栓の位置に

応じた体制で行っている。また、消防団の車両は道路の幅員が狭くても活動は可能で

あるが、消防署の車両は大きいものがあるため広い道路の方が活動しやすい。道路整

備を行う場合は、消火栓の新設等の検討も必要である。当該地域は、消火活動困難度

ランクが１、２となっている。 

②分析：道路構造にもよるが、当該路線の整備により周辺地域へのアクセス性は高ま

る。国分寺崖線（はけ）及び野川に挟まれた地域の消防活動の円滑化が期待できる。 

③代替・軽減策：既存道路の拡幅が考えられるが、法的な根拠がなく任意の協力を得る

ことは難しいと考えられる。 

①②団体ヒアリング 

①東京都の地震時における地域別延焼危険度測定（第１

０回）（東京消防庁） 

 ※ 消火活動困難度ランクは、１～５であり、数字が

高いほど困難度が高いことを示す。 

電線類地中化による安全性の向上／道路閉塞のリスク低減による防災性の向上 

①現状：当該路線の周辺地域の地形は、南側には野川があるため橋からのアクセスに限

定される。また、北側には国分寺崖線（はけ）があるため、崖線上から下に南下でき

る道路は限られる。当該路線周辺は電線類地中化が行われていない。 

②分析：当該路線は、無電柱化の対象となっている。都市計画幅員は１６ｍであり、あ

わせて電線類を地中化することにより、道路閉塞のリスクを小さくでき、緊急車両等

の救援・救助活動に寄与し防災性向上が期待できる。 

③代替・軽減策：既存道路では電線類地中化のための空間の確保が困難である。 

②東京都無電柱化推進条例（平成２９年東京都条例第５

８号） 

②無電柱化加速化戦略（東京都／令和３年２月） 

②東京都無電柱化計画（東京都／令和３年６月） 
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延焼の防止／延焼遮断帯の位置付けの有無 

①現状：本路線周辺は、大部分が第一種低層住居専用地域で、建築基準法第２２条の指

定区域となっている。また、連雀通り沿いが第一種中高層住居専用地域、小金井街道

及び新小金井街道沿いが第一種住居地域で、準防火地域となっている。木造住宅密集

地域には指定されていない。防災都市づくり推進計画で一般延焼遮断帯に位置付けら

れている。 

②分析：幅員１６ｍの道路では、沿道３０ｍの不燃化率（※）６０％以上で、延焼遮断

帯の機能が発揮される。 

※ 不燃化率＝（耐火建築物の建築面積＋準耐火建築物の建築面積×０．８）÷（全建

築物の建築面積）×１００％ 

③代替・軽減策：野川による代替が考えられるが、延焼遮断帯は幅員と沿道建築物の不

燃化率によって機能するため、野川沿線が不燃化される必要がある。２７ｍ以上の部

分は施設そのものが延焼遮断帯として機能を発揮するため、一部代替が期待できる。

なお、野川は幅員２３～２８ｍで決定されている。 

①②③防災都市づくり推進計画（東京都／令和６年） 

①小金井市都市計画マスタープラン（令和４年８月） 

 

 

震災時の避難路の不足／周辺地域の道路幅員の調査 

①現状：当該計画道路に接続する道路幅員を調査したところ、次のとおりであった。 

・幅員８ｍ以上 約３．７５％ 

・幅員６～８ｍ未満 ０．０％ 

・幅員４～６ｍ未満 約５７．５％ 

・幅員４ｍ未満 約３８．７５％ 

・当該地域は、地震に関する地域危険度測定調査（第９回）で総合危険度ランクが２と

なっている。 

②分析：阪神淡路大震災では、建物等の倒壊に伴う道路閉塞により、幅員４ｍ未満の道

路では約７３％が、幅員４～６ｍの道路では約６３％が、幅員６～８ｍの道路では約

３３％が歩行者も通行不可となった。なお、幅員８ｍ未満道路のほとんどで車両の通

行が不可となった。このことから、広幅員の道路により避難路が確保される。一方、

当該路線までの避難の課題は残る。災害時にはハード・ソフト一体となった総合的な

対策が必要となるが、ハード面から一定の効果が期待できる。 

③代替・軽減策：広幅員の道路から避難場所等への既存道路の拡幅が考えられるが、法

的な根拠がなく任意の協力を得ることは難しいと考えられる。 

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

①地震に関する地域危険度測定調査（第９回）（東京都

／令和４年） 

 ※ 総合危険度ランクは、１～５であり、数字が高い

ほど危険度が高いことを示す。 

②阪神・淡路大震災における道路幅員と道路閉塞の関係

（国土交通省国土技術政策総合研究所ホームページ） 

 

避難場所等へのネットワーク確保／避難場所、緊急輸送道路等の関係整理 

①現状：当該路線周辺には、避難場所等へ接続する広幅員の道路がない。当該路線周辺

では、避難所等として小金井第二中学校及び前原小学校、広域避難場所として武蔵野

①小金井市防災マップ（令和４年３月） 

②小金井市地域防災計画（令和５年３月修正） 
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公園が指定されている。 

②分析：当該路線は、第一次緊急輸送道路（新小金井街道）、第二次緊急輸送道路（小

金井街道）及び第三次緊急輸送道路（連雀通り）と接続し、広域避難場所（武蔵野公

園）、避難所等（小金井第二中学校及び前原小学校）へのアクセス性が向上する。 

③代替・軽減策：広幅員の道路から避難場所等への既存道路の拡幅が考えられるが、法

的な根拠がなく任意の協力を得ることは難しいと考えられる。 

救急医療活動の支援／救急医療施設への到達時間の短縮効果 

①現状：市内に東京都指定二次及び三次救急医療機関はない。連雀通り、新小金井街道

及び小金井街道は東京都緊急輸送道路に指定されている。 

②分析：近隣の二次救急医療機関（武蔵野赤十字病院：武蔵野市境南町）及び三次救急

医療機関（東京都立多摩総合医療センター：府中市武蔵台）への到達時間が短縮する

ことが想定される。なお、第四次事業化計画における優先整備路線整備後では、市域

西側で「救急医療施設まで１０分以内で到達可能な区域」が増加する。 

③代替・軽減策：当該道路を整備する代わりに、市内に救急医療機関を新設することが

考えられるが、現実的ではない。 

①東京都保健医療局ホームページ 

①東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化

計画）（平成２８年３月） 

②団体ヒアリング 

②小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「１２ 救急医療施設等の到達圏拡大」（東京都／令

和２年２月） 

土砂災害警戒区域／区域の把握と整備の効果 

①現状：当該路線周辺では、土砂災害（特別）警戒区域が２箇所（中町一丁目１２番

（警戒・特別警戒）、中町一丁目１１番（警戒））指定されている。また、急傾斜地崩

壊危険箇所の指定はない。 

②分析：当該路線周辺の中町一丁目１１番及び１２番に土砂災害（特別）警戒区域が指

定されており、市道第２１号線（はけの道）が閉塞されるおそれがあるため、閉塞さ

れた場合の代替道路として機能することが期待できる。 

③代替・軽減策：当該路線周辺の中町一丁目１２番及び中町一丁目１１番における土砂

災害（特別）警戒区域内の法面保護を行う。 

①小金井市地域防災計画（令和５年３月修正） 
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景観形成／新たな景観形成への貢献 

①現状：小金井市都市計画マスタープランでは、「みどりのネットワークの形成」を推

進している。 

②分析：みどりの拠点である武蔵野公園とみどりの軸である国分寺崖線（はけ）及び当

該路線がつながり、みどりのネットワークにより新たな景観が創出される。公園と接

続する道路として魅力の発信の効果が期待できる。街路樹がみどりの拠点である武蔵

野公園のみどりと連続する景観が形成される。 

③代替・軽減策：国分寺崖線（はけ）及び武蔵野公園と調和した意匠とし、景観に配慮

する。 

①②小金井市都市計画マスタープラン（令和４年８月） 
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都市緑化／街路樹による都市緑化への貢献 

①現状：小金井市都市計画マスタープランでは、「環境・景観に配慮した街路樹の整備

などによる緑化を推進」とある。 

②分析：道路整備による緑化面積は、樹冠投影面積（樹木を真上から見たときの影の面

積）の合計では約５，６９２㎡となり、緑陰が作られ、みどりの軸が創出される。 

・ハナミズキを想定した場合：設定樹高５ｍ、設定植栽間隔６ｍ／本 

・交差点部分を除いた路線の延長は約１，７８０ｍ（計５９３本） 

・樹冠直径５ｍ×０．７＝３．５ｍ、樹冠投影面積９．６㎡／本 

・全樹冠投影面積９．６㎡／本×５９３本≒５，６９２㎡ 

・設計未了のため植栽桝の植栽面積は算入しない。 

③代替・軽減策：なし 

①小金井市都市計画マスタープラン（令和４年８月） 

②「緑化面積等の算出方法について」（東京都環境局） 

②「街路樹管理マニュアル」（国土交通省関東地方整備

局東京国道事務所／令和４年２月） 

環境負荷の低減／渋滞の解消によるＣＯ２の削減効果 

①現状：現在、連雀通りの前原坂上交差点を起点に東側に２００ｍの渋滞が発生してい

る。 

②分析：当該路線が整備されることで、連雀通りに集中する交通量が分散し、渋滞が緩

和することが期待される。交通量が分散されることで走行速度が向上し、燃費が改善

されＣＯ２の削減が期待できる。 

③代替・軽減策：なし 

（表）走行速度とＣＯ２排出量の関係（国土交通省） 

走行速度（ｋｍ/ｈ） ２０ ４０ ６０ 

ＣＯ２排出量（ｇ－ＣＯ2/ｋｍ） ４１０ ２９６ ２５２ 
 

①小金井３・４・１１号線外に関するオープンハウス資

料「５ 周辺の交通渋滞」（東京都／令和２年２月） 

②資料「道路分野におけるカーボンニュートラルへの貢

献」（国土交通省） 

②国土交通白書（国土交通省／平成１９年度） 

文化的資源の保全、活用、地域活性／都立公園、野川の積極的な活用の貢献 

①現状：当該路線と重複している地域資源は、はけの小路及びムジナ坂がある。また、

周辺の地域資源は、はけの森美術館、小金井神社、天神橋等がある。 

②分析：はけの小路及び野趣に富んだムジナ坂の風景が喪失し、文化的な価値が棄損す

ることが想定される。はけの森美術館、小金井神社及び天神橋については、静かな環

境が失われる一方でアクセス性が向上する。武蔵野公園については、アクセス性が向

上する。 

③代替・軽減策：沿道のまちづくりの検討に応じて地域の利便性の向上及び活性化が期

待できる。 

①小金井このまちガイド（（一社）小金井市観光まちお

こし協会／令和３年３月）、（公社）東京都公園協会ホ

ームページ 

②東京都公園協会ホームページ 

②団体ヒアリング 
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⑵ 小金井市都市計画道路３・４・１号線の合理性（整備による影響の視点）の評価  

評価項目／評価の視点 

評価（①現状／②分析／③代替・軽減策） 根拠等（資料／データ／ヒアリング・アンケート結果） 
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緑化／整備による緑地の減少面積と増加面積の比較 

①現状：国分寺崖線（はけ）と都市計画道路が重複する部分は、宅地部分と都市計

画公園である武蔵野公園の区域になっている部分がある。武蔵野公園の整備方針

では、はけの風景ゾーンとして計画がされており、「国分寺崖線緑地保全地域」

に指定されている。道路整備により減少する部分は宅地及び武蔵野公園は崖線の

緑地となっており、その面積は約６２０㎡である。 

②分析：道路構造によって影響範囲は異なるが、現状の環境を取り戻すことは難し

いと考えられる。 

③代替・軽減策：橋梁の桁高確保により空間が確保された場合、崖線法面に緑地帯

の確保及び構造物がない区間では街路樹の植栽を行う等の可能性がある。また、

都市計画公園区域の変更により緑地面積を確保することが考えられる。 

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

①東京都保全地域 ２９国分寺崖線（緑地保全地域） 

①武蔵野公園マネジメントプラン（東京都／令和４年３

月） 

①都立武蔵野公園整備計画（東京都／平成２９年１０月

決定） 

②道路概略検討（東京都／平成３０年） 

 

湧水／湧水の涵養に必要な雨水の浸透への影響 

①現状：国分寺崖線（はけ）と都市計画道路が重複する部分は、宅地部分と都市計

画公園である武蔵野公園の区域になっており、構造物がない場所では、雨水が地

中に浸透していると考えられる。周辺の主な湧水では、野川公園及び美術の森緑

地がある。 

②分析：  

（掘割案）掘削する地盤の高低差は約１３．９ｍで、掘割延長は約３００ｍであ

り、掘削は大規模になる。このことから、湧水に対しても地下水位の変動、水質

及び水みちの変化による影響が懸念される。 

（橋梁案及び擁壁案）掘割案と比較した場合の掘削量は小さく地盤の改変は小規模

であるが、橋脚及び擁壁による水みちの遮蔽による湧水への影響が考えられる。

また、雨水が浸透しない舗装とした場合、地下水の補充が減少し、地下水位の低

下による湧水への影響が考えられる。さらに、地中の構造物による水みちへの影

響は一定程度生じる可能性がある。 

③代替・軽減策：雨水を地中に浸透させることで、地下水の涵養を促進することが

できる。水脈に影響の少ない工法の採用の検討、地下水調査の継続、また、掘割

案では、地下水保全のための通水管の設置等の対応が考えられる。 

 

 

①団体ヒアリング 

①雨水管理総合計画策定ガイドライン案（国土交通省水

管理・国土保全局下水道部／令和３年１１月） 

①公共施設における一時貯留施設等の設置に係る技術指

針（東京都都市整備局／平成２８年３月） 

②道路概略検討（東京都／平成３０年） 
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景観／連続する緑の分断、遮蔽 

①現状：武蔵野公園の区域及び宅地部分では連続したみどりが確認できる。東京都

景観条例では「国分寺崖線景観基本軸」に位置付けられている。 

②分析： 

（道路概略検討の橋梁案）国分寺崖線（はけ）の上と下を橋梁でつなぐ計画になっ

ており、ムジナ坂の上に橋梁が架かる。崖斜面は都市計画道路が横断するため景

観に影響があると考えられる。 

（道路概略検討の掘割案）断面計画において切土法面が発生する。崖斜面は計画幅

員以上に掘削され景観に影響があると考えられる。 

（道路概略検討の擁壁案）国分寺崖線（はけ）の上と下を結ぶ坂を擁壁により支え

る構造となる。崖斜面は擁壁の構造物により景観に影響があると考えられる。 

③代替・軽減策：周辺の自然景観に配慮した植栽の計画及びデザインの検討、構造

物がない区間では街路樹の植栽を行う等、できる限りみどりの維持及び緑化に努

めることが必要と考えられる。 

①地図・空中写真閲覧サービス（国土地理院） 

①東京都景観条例（平成２３年１２月改正） 

②道路概略検討（東京都／平成３０年） 

地形／地形の改変による影響 

①現状：ムジナ坂及び宅地化されている部分がある。 

②分析：道路概略検討では、橋梁案、掘割案及び擁壁案が検討されているが、いず

れの場合も国分寺崖線（はけ）の地形を改変する。特に掘割案では、掘削する地

盤の高低差は約１３．９ｍとなり、掘割延長は約３００ｍとなり、掘削は大規模

になる。このことから、地中の生物の生息地の直接破壊のほか、土壌の構造及び

成分の変化により、地中生物の生息環境の悪化が懸念される。 

③代替・軽減策：構造により影響は異なるが、橋梁の場合では、崖線の連続性等に

配慮した橋台、橋脚の位置の検討等、道路構造等によって配慮することが考えら

れる。 

②道路概略検討（東京都／平成３０年） 
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生物／魚類、底生動物に対する影響 

①現状：当該路線は、前原町三丁目で野川を横断する計画となっている。野川流域

の水辺の生き物が確認されているが、詳細な環境調査は行われていない。 

②分析：通常の工法であれば橋梁で横断すると考えられる。橋梁による影及び騒音

振動の影響が考えられる。橋梁であれば河道を改変することはないため、魚類及

び底生動物への影響は限定的だと考えられる。 

③代替・軽減策：周辺の環境に配慮した道路構造等の検討によって軽減することが

考えられる。 

 

①野川マップ（野川流域環境保全協議会） 

②道路概略検討（東京都／平成３０年） 
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親水／水辺空間での活動への影響 

①現状：身近な水辺として、子ども及び高齢者も安全に水辺に近付けるようになっ

ている。 

②分析：橋梁であれば野川を横断することになるため、橋梁下の河道部を歩行がで

きる可能性があるが、橋梁下の高さが確認できないため、親水性を担保する空間

が確保できるかどうかは不明である。 

③代替・軽減策：周辺の環境に配慮した道路構造等の検討が考えられる。 

①野川マップ（野川流域環境保全協議会） 

②道路概略検討（東京都／平成３０年） 

 

景観／周辺からの視認性、野川を含む景観への影響 

①現状：前原町三丁目で野川を横断する計画となっている。周辺には、生産緑地と

宅地がある。大城橋、豊住橋等がある。 

②分析：橋梁は景観を眺望する場であると同時に、景観を構成する要素でもある。

橋梁から野川を眺望する新たな風景の創出、野川の橋梁を含む風景の変化等の評

価は設計により異なるが、現時点で橋梁の周辺環境と調和した設計については不

明である。 

③代替・軽減策：設計に当たり地域の特徴を把握し、反映することが考えられる。 

①野川マップ（野川流域環境保全協議会） 

 

水量・治水／水量、治水への影響 

①現状：野川は国分寺崖線（はけ）の湧水を水源としている。周辺には、都立公園

が整備され、その西側では市街化された地域が広がっている。 

②分析： 

（地下水の涵養）雨水の地下浸透が舗装により妨げられる可能性がある。 

（治水）雨水の地下浸透量が減少し、地表水の流出が増加することにより、水量が

増加する可能性がある。 

（水量）国分寺崖線（はけ）での道路整備により、地下水及び湧水への影響の可能

性がある。 

③代替・軽減策：（地下水の涵養／治水）歩道、車道とも透水性の舗装にすること

により、地下水の涵養が図られ、地下水・湧水を水源とする野川の水量の保全に

一定の効果があると考えられる。また、地表水の流出による河流の増加も一定程

度予防できると考えられる。 

①②野川流域河川整備計画（東京都／平成２９年７月） 

 

公 

園 

 

 

生物／植物、ほ乳類、鳥類、両生類等への影響 

①現状：武蔵野公園の地域では、はけの雑木林・野川・水田跡草原が連続してお

り、森・川・草原の生態系が一体となった複合的な生態系を形成している。当該

路線周辺で動植物調査が行われていない。 

②分析：動植物調査が行われていないことから、実態を踏まえた道路整備の影響を

①武蔵野公園マネジメントプラン（東京都／令和４年３

月） 
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評価することは困難である。 

③代替・軽減策：周辺の環境調査を行い、影響に配慮した道路構造等の検討が考え

られる。 

景観／景観への影響（公園からの眺望） 

①現状：武蔵野公園の都市計画公園区域は、ムジナ坂の東側である。ムジナ坂の西

側は宅地である。東京都景観条例では「国分寺崖線景観基本軸」に位置付けられ

ている。 

②分析： 

（橋梁案）国分寺崖線（はけ）の上と下を橋梁でつなぐ計画になっており、ムジナ

坂の上に橋梁が架かる。橋梁は、遠景からも視認できると考えられる。また、近

景では上空を遮蔽し、公園の開放感を損なう可能性がある。 

（掘割案）断面計画において切土法面が発生する。崖斜面が計画幅員以上に掘削さ

れ、公園側からの視認に影響を与える可能性がある。 

（擁壁案）国分寺崖線（はけ）の上と下を結ぶ坂に擁壁が作られるため、遠景から

も視認できると考えられる。また、近景では上空を遮蔽し、公園の開放感を損な

う可能性がある。 

③代替・軽減策：景観への影響については、自然環境との調和に配慮した橋梁等の

意匠により、市民に親しまれる新たな都市的景観を創出できる可能性がある。 

①東京都景観条例（平成２３年１２月改正） 

②道路概略検討（東京都／平成３０年） 

 

機能／公園の機能、役割に対する影響 

①現状：武蔵野公園は、都市計画法及び都市公園法に基づく風致公園（主として風

致の享受の用に供することを目的とする都市公園）になっている。都立公園の役

割は、憩いの場、クールアイランドとして都市環境の緩和、景観の形成、多様な

生物の生息空間、災害時の避難場所等の機能を有する。一部開園済みの区域があ

る。 

②分析：都市計画道路は、国分寺崖線（はけ）の北側付近を通過することから、武

蔵野公園内での自然とのふれあい、レクリエーション活動、健康運動、文化活動

等の機能は維持される。 

③代替・軽減策：都市計画公園区域の変更により、機能を代替することが考えられ

る。 

①都市公園法施行令第２条 

①武蔵野公園マネジメントプラン（東京都／令和４年３

月） 

①パークマネジメントマスタープラン（東京都建設局／

令和６年３月） 

都 

市 

環 

境 

土地利用／道路整備による土地利用の影響（みどり、沿道用途等） 

①現状：当該路線は大部分が宅地であり、一部が公園及び国分寺崖線（はけ）とな

っている。 

②分析：当該路線の整備により、宅地部分は宅地内のみどりが減少する。また、用

①小金井都市計画図 

②都市計画運用指針（国土交通省／令和２年９月） 
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途地域は、道路の整備状況、土地利用の動向、幹線道路と沿道の土地利用との調

和、円滑な道路交通の確保等を勘案して定めることが望ましいことから、都市計

画を変更する可能性がある。また、経済活動の活性化及び利便性が向上する可能

性があり、道路空間の創出により、街路樹の整備等が行われる。また、国分寺崖

線（はけ）部分は、橋梁、擁壁等の高架構造物等が設置される可能性がある。ま

た、周辺住宅及び植栽に影響が生じる可能性がある。また、整備により、地域の

発展に寄与する一方で、生活環境に対する影響が生じる可能性がある。 

③代替・軽減策：地元の住民とともにまちづくりを進め、適切な土地利用を検討す

る。 

環境負荷／通行車両による地域への影響（大気、騒音） 

①現状：周辺の生活道路は、幅員約４ｍ程度の道路が多く、乗用車の通行が多い。

狭いため大型車両の通行は少ない。 

②分析： 

（大気質）市では交差点沿道地域１９地点を含む５０地点で、二酸化窒素について

令和６年２月２７日から同年３月１日まで測定を実施している。調査によれば、

全ての地点において、環境基準値を下回っていた。当該路線の調査結果及び将来

交通量推計から、環境基準を超える大気汚染は予想されない。 

（騒音・振動）市では、都道６路線（五日市街道、小金井街道、連雀通り、新小金

井街道、東八道路、東大通り）の騒音と振動について令和５年６月１３日～１５

日に測定を実施している。騒音調査では、全６地点が昼間、夜間とも環境基準を

達成した。当該路線の調査結果及び将来交通量推計から、環境基準を超える騒音

は予想されない。振動調査によれば、全６地点が昼間、夜間とも要請限度を達成

した。当該路線の調査結果及び将来交通量推計から、要請限度を超える振動は予

想されない。 

（ヒートアイランド）地表面の人工被覆（アスファルト舗装面）の増加及び土地利

用が変更された場合の土地の高度利用による影響（中高層建物の増加等）が予想

される。 

③代替・軽減策：舗装の改善（保水性舗装・遮熱性舗装）、街路樹等による軽減及

び遮音壁等の検討が考えられる。 

②大気質調査委託報告書（小金井市／令和５年度） 

②要請限度に係る自動車交通騒音振動調査（小金井市／

令和５年度） 
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コミュニティ／地域コミュニティへの影響 

①現状：当該路線区域は現道がなく、延長の約８０％が住宅地である。 

②分析：都市計画道路区域内の居住者は立ち退くことが必要な住民がいるため、地

域コミュニティからの離脱を余儀なくされる。また、区域外の居住者にとって

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

②団体ヒアリング 

②ストリートデザインガイドライン（国土交通省都市
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も、１６ｍ幅員の道路をまたぐことになり心理的な分断が生じる。自然に関係す

る市民活動も盛んであり、生態系及び自然環境の変化は２次的にコミュニティに

影響を与える可能性がある。 

③代替・軽減策：道路は通行の機能だけでなく、コミュニティの機能をもたせた計

画を要望することも考えられる。 

局・道路局／令和３年５月） 

 

学校等／学校、保育園、通学路等への影響 

①現状：周辺には、小・中学校、保育園及び幼稚園がある。園外保育、環境教育等

として野川、国分寺崖線（はけ）及び武蔵野公園周辺が活用されている。 

②分析：歩車道分離により、安全に通学できる環境が整備される。通学路周辺の交

通規制、信号機の設置、速度制限等の対策が必要性になる可能性がある。整備に

よる影響として、環境教育との関係が懸念される。 

③代替・軽減策：スクールゾーンの指定、区画線の設置等により安全性を高めるこ

とが検討できるが、幅員、地域住民との合意形成等の課題がある。また、物理的

な歩車道分離をすることは困難である。 

①小金井市教育委員会ホームページ 

②団体ヒアリング 

住環境／生活、健康への影響 

①現状：主に第一種低層住居専用地域のため、１～２階建ての住宅、共同住宅の立

ち並ぶような住宅街が形成されている。 

②分析：利便性への影響：アクセスの向上により利便性が向上するとともに、周辺

地域の交通量が増加する可能性がある。経済性への影響、交通の利便性、容積率

制限等の要因により、土地価格が上昇する可能性がある。道路計画地付近は、静

けさが損なわれ、これまでの生活環境に変更が生じる可能性がある。国分寺崖線

（はけ）部分は、構造物等が設置された場合、影及び生活動線への影響が考えら

れる。 

③代替・軽減策：地域の街並みをいかした環境整備に取り組み、適切な住環境の形

成を図る。 

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

②不動産鑑定評価基準（国土交通省／平成２６年５月改

定） 

街並み／景観への影響（高さ、色） 

①現状：現在の宅地部分は第一種低層住居専用地域（建ぺい率４０％・容積率８

０％・第一種高度地区）で、低層住宅のための地域であり、屋外広告物（＝看

板）の禁止区域である。ムジナ坂、はけの小路等地域固有の街並みがある。 

②分析：建物の更新については、当該路線の整備に伴い、新しい建物に建て替えが

促進されることにより、新たな街並みが形成される。また、当該路線の整備によ

り、街路樹の植栽及び歩道の整備が行われ、緑陰のある歩行者空間が創出される

等、景観が改善される。生活環境が向上する一方で、はけの小路等の特徴が失わ

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 
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れるおそれがある。 

③代替・軽減策：地域の街並みをいかした環境整備に取り組み、適切な住環境の形

成を図る。 

生産緑地／生産緑地への影響 

①現状：地区番号１０８、地区番号１０９、地区番号１３７、地区番号１３９の４

か所が該当する。 

②分析：都市農業振興基本法（平成２７年法律第１４号）に基づく「都市農業振興

基本計画」では、都市農地を「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」

へと明確にした。都市計画道路により減少する生産緑地面積は、合計約２，７０

０㎡である。道路の分断により、営農への影響が懸念される。 

③代替・軽減策：なし 

①小金井市都市計画課調査（令和６年１０月） 

②都市農業振興基本計画（令和４年３月） 

歴 

史 

文化財／文化財の有無と影響 

①現状：当該路線の前原町一帯では、都指定旧跡の金井原古戦場が広がっている。

また、その石碑が前原坂下交差点に設置してある。周辺は市街化されている。 

②分析：石碑への影響があるため、移設等調整が必要である。 

③代替・軽減策：なし 

①小金井市ホームページ 

①②東京都教育委員会ホームページ 

 

遺跡等／遺跡、神社仏閣等の有無と影響 

①現状：当該路線と重複している埋蔵文化財包蔵地（遺跡）は４つ（栗山遺跡、新

橋遺跡、小金井市ＮＯ．１１遺跡及び小金井市ＮＯ．１３遺跡）あり、当該路線

と重複している神社仏閣等はない。 

②分析：埋蔵文化財包蔵地の中で建築物の建築等及び開発を行う場合には、着工の

６０日前までに届け出ることが文化財保護法によって義務付けられている。 

③代替・軽減策：試掘調査により設計及び施工への影響を事前に調査し、場合によ

っては発掘調査等適切な措置を検討する。 

①小金井市ホームページ 

②③文化財保護法、文化庁ホームページ 

地域資源／はけの小路、ムジナ坂、天神橋、美術館等への影響 

①現状：当該路線と重複している地域資源は、はけの小路、ムジナ坂等である。ま

た、周辺にある主な地域資源は、はけの森美術館、小金井神社、天神橋等であ

る。 

②分析：はけの小路及びムジナ坂の風景が喪失する等、文化的な価値が棄損する。

市広報媒体における写真掲載が数多くあり、パブリックイメージを棄損する。 

③代替・軽減策：地域の環境をいかした整備に取り組み、地域資源の価値の向上を

図る。 

 

①小金井このまちガイド（（一社）小金井市観光まちお

こし協会／令和３年３月）、（公社）東京都公園協会ホ

ームページ 

②東京都公園協会ホームページ 

②団体ヒアリング 
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風土／文化的特徴への影響 

①現状：国分寺崖線（はけ）、野川及び武蔵野公園が近接した貴重な地域となって

いる。環境をいかした教育の場が提供されている。大岡昇平及び中村研一による

作品等、この地域で創作された文化がある。 

②分析：国分寺崖線（はけ）及び公園等の環境が改変されるおそれがあり、住民の

生活及び文化への影響が懸念される。 

③代替・軽減策：地域の環境をいかした整備に取り組み、周辺の環境に調和した環

境を育む。 

①小金井市ホームページ 

①団体ヒアリング 
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